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第１章 計画の基本的事項 

第１節 計画策定の趣旨 

今日、環境保全は人類の生存基盤に関わる極めて重要な課題となっています。現代生活を

支えている経済社会活動は、我々に物資的豊かさや利便性をもたらしてくれる反面、環境保

全と健全な物質循環を阻害する側面を有しています。また、温室効果ガスの排出による地球

温暖化問題、大規模な資源採取による天然資源の枯渇の懸念や自然破壊など、様々な環境問

題にも密接に関係しています。 

また、平成 23年の東日本大震災、平成 28年の熊本地震、令和元年の台風第 19号、令和

6 年の能登半島地震に伴う大量の災害廃棄物の処理が大きな社会問題となり、大規模災害発

生時においても円滑に廃棄物が処理できるように平素から処理体制を築いておくことの重

要性が改めて浮き彫りになりました。 

こうした経済社会状況や大規模災害の発生を背景として、国においては、令和 5 年 6 月

に「廃棄物処理施設整備計画」、令和 6年 8月に「第五次循環型社会形成推進基本計画」が

閣議決定されました。前者では、気候変動への対応について、「2050年カーボンニュートラ

ルにむけた脱炭素化」の視点を新たに記載し、対策内容を強化し、災害時含めその方向性を

堅持するとともに、「循環型社会の実現に向けた資源循環の強化」の視点を追加しました。

後者では、循環経済への移行を関係者が一丸となって取り組むべき重要な政策課題と捉え、

循環型社会形成に向けた政府全体の施策を取りまとめた国家戦略としています。 

このほか平成 27年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は急速に浸透し、

国内でも食品ロスや海洋プラスチック問題等への取組を加速させるようになりました。 

埼玉県（以下「県」という。）においては、令和 3年 3月に「第 9次埼玉県廃棄物処理基

本計画（埼玉県食品ロス削減推進計画）」を策定し、「廃棄物の適正処理と資源の循環利用の

推進」「災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理」「少子高齢化や人口減少においても持続可能な廃

棄物処理体制の維持」などを重点施策とした取組を推進しています。 

北本市（以下「本市」という。）では、令和 4年 6月に令和 7年度を目標年度とする「北

本市一般廃棄物処理基本計画（第 4次計画）」（以下「前計画」という。）を改訂、平成 31年

3 月に「災害廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物処理事業に取り組んでいます。 

前計画では、令和元年 10月 1日に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」に

基づく、「食品ロス削減推進計画」を新たに策定し、食品ロスの削減に取り組んでいます。 

この度、前計画は令和 7年度に計画期間の満了を迎え、この間の取組を評価しつつ廃棄物

処理事業に係る経済社会情勢、国の法制度や県の関連計画、さらに本市を取り巻く環境の変

化を踏まえ、本市におけるごみ処理及び生活排水処理の基本的な考え方や方向性を明らか

にすることを目的として、「北本市一般廃棄物処理基本計画（第 5次計画）」（以下「本計画」

という。）を策定することとします。  
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第２節 計画の対象地域 

本計画の主たる対象は、本市の住民、本市に事業所を置く事業者、市外からの訪問者、本

市の行政で、対象地域は、本市全域となります。また、県、埼玉中部環境保全組合（以下「 

環境保全組合」という。）及びその構成市町（本市、鴻巣市、吉見町）、北本地区衛生組合

（以下「衛生組合」という。）及びその構成市町（本市、鴻巣市、吉見町、宮代町）、委託先

民間業者及びその関係市町村なども対象となります。 

 

第３節 計画期間 

本計画は、令和 6 年度を基準年度とし、令和 8 年度を計画初年度、5 年目の令和 12 年度

を中間目標年度、令和 17 年度を最終目標年度とした 10 年間の計画期間とします。本計画

の策定に関する諸条件に大きな変動があった場合には適宜見直しを行います。 

 

 

 

  

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

策 定 年 度 ◆

計 画 期 間 ◆ ◆

中 間 目 標 ◆

計 画 目 標 ◆
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第４節 計画の位置付け 

本計画の位置付け及び他の計画との関係は、以下のとおりです。 

本計画は、環境基本法や循環型社会形成推進基本法等の関係法令に準拠し、国及び県の計

画、環境省の「一般廃棄物処理基本計画策定指針」を踏まえ、本市の総合振興計画、環境基

本計画と整合性を図っています。 

 

 

図 1- 1 本計画の位置付け 

  

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

食品ロス削減推進法

グリーン購入法

廃棄物処理法（基本方針）

廃棄物処理施設整備計画

第９次埼玉県廃棄物処理計画

第六次北本市総合振興計画

第三次北本市環境基本計画

災害対策基本法

北本市地域防災計画

法律・国の指針

埼玉県の計画

本市の計画

北本市一般廃棄物処理基本計画

（第５次計画）

・ごみ処理基本計画

・食品ロス削減推進計画

・生活排水処理基本計画

プラスチック資源循環促進法

<再利用の推進>

<個別物品の特性に応じた規制>

<国等が率先して再生品などの調達を推進>

<食品ロスの削減を総合的に推進>

<プラスチックの資源循環の促進等>

北本市災害廃棄物処理計画

北本市一般廃棄物処理実施計画

・ごみ処理実施計画

・生活排水処理実施計画

埼玉県災害廃棄物処理計画

埼玉県地域防災計画
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第５節 広域取組の推進 

１ ごみ 

本市から排出される可燃ごみ及び粗大ごみは、吉見町、鴻巣市から排出される可燃ごみ及

び粗大ごみと併せて、昭和 59年 3月から稼働している環境保全組合の埼玉中部環境センタ

ー（処理能力 240Ʃ/24h）において広域処理しています。 

埼玉中部環境センターは、稼働後 42年が経過し、早急に新たなごみ処理施設の建設が必

要です。今後も引き続き、広域処理を行うこととします。なお、環境保全組合では、現在、

新たなごみ処理施設の整備を予定しており、令和 7 年 2 月に新たなごみ処理施設等整備基

本計画が策定されました。 

 

２ し尿 

本市から排出される浄化槽汚泥及びし尿は本市、鴻巣市、吉見町、宮代町の 2市 2町の構

成で、衛生組合のクリーンセンターあさひ（処理能力 136kL/日）において広域処理してい

ます。同施設は、平成 8年 4 月から稼働しており、今後も引き続き同施設において広域処理

を行います。 
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第６節 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

本計画では、ごみの減量を推進することを第一とし、循環型社会の実現を目指しています。 

このとき、住民・事業者・行政の三者が、ごみ及び生活排水の排出や処理の現状・問題点

を共通認識するとともに、情報交換等を行いながらコミュニケーションをとることで理解

が深まり、互いに連携・協力を図りながら、それぞれの役割と責務を果たしていけるものと

考えます。 

本計画で提案する施策は、住民・事業者・行政のパートナーシップにより、公平な分担と

連携のもとで効率的かつ効果的に推進していきます。 

また、本計画に基づく施策を推進していくうえで、県、隣接市町、関係機関などに対して

協力や要請を求める場合が想定されるため、今後も県などとの連携・協力体制の強化にも努

めます。 

２ 計画の進行管理 

本計画を推進するにあたり、進捗状況や達成状況等を定期的に点検・評価を行うことによ

り、本市におけるごみ処理の継続的な改善を図ります。 

計画の進捗状況は、ISO14001の環境マネジメントシステムの考え方に基づく「PDCAサイ

クル」を用いて把握します。この方法は、①策定（Plan）、②実行（Do）、③点検・評価（Check）、

④見直し（Action）という手順を繰り返して行っていくことにより、その時点における計画

の進捗状況や施策の実施状況の把握、課題の抽出などを行うものです。 

このサイクルによる計画の点検・評価は、年度ごとに実施することを基本とし、計画の実

施状況や見直し内容などについては、年度ごとにホームページを通じて広く住民や事業者

に公表します。 

 

 

図 1- 2 計画の進行管理  
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第２章 地域概況 

第１節 自然環境 

１ 位置と地勢 

本市は、県のほぼ中央部に位置し、北および東は鴻巣市、南は桶川市、西は荒川を挟み川

島町、吉見町に隣接しており、東西 5.8㎞、南北 5.3㎞、面積 19.82km2となっています。 

本市の多くは安定した地質の関東ローム層からなる大宮台地の北西端部にあり、西側に

は荒川が、東側には赤堀川、元荒川が流れています。また、標高は、台地の高いところで 32m

近くありますが、荒川沿いには 10mに近い低地が広がっています。 

 

 

図 2- 1 本市の位置 
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２ 気候 

本市における月間降水量（1991年から 2020年の 30年間平均）は、一番少ない月（2月）

が 39mm、一番多い月（9月）は 199mm、年間降水量は 1,321mmとなっています。 

また、月間平均気温（1991年から 2020年の 30年間平均）は、一番低い月（1月）が 3.6℃、

一番高い月（8月）は 26.7℃、年間平均約 14.9℃で比較的過ごしやすい気候といえます。 

 

 

出典：気象庁久喜観測所（1991年から 2020年の 30年間平均） 

図 2- 2 年間降水量及び日平均温度（30年間平均） 
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第２節 社会環境 

１ 人口及び世帯数の推移 

⑴ 人口及び世帯数の推移 

本市の人口は、過去 10年間、微減傾向にあります。平成 27年度の人口は 68,222人で

したが、令和 6年には 65,351人となり、2,871 人（4.2％）減少しています。 

 

表 2- 1 人口及び世帯数の推移 

 

        出典：住民基本台帳人口（外国人含む） 

 

図 2- 3 人口及び世帯数の推移  

増減

H27 68,222 - 28,610 2.38

H28 67,697 ▲ 525 28,792 2.35

H29 67,144 ▲ 553 28,872 2.33

H30 66,743 ▲ 401 29,042 2.30

R1 66,274 ▲ 469 29,226 2.27

R2 66,097 ▲ 177 29,566 2.24

R3 65,817 ▲ 280 29,848 2.21

R4 65,868 51 30,297 2.17

R5 65,462 ▲ 406 30,514 2.15

R6 65,351 ▲ 111 30,936 2.11

10年間 - ▲ 2,871 2,326 ▲0.27

各年度10月1日時点

世帯人口

（人/世帯）

北本市

年度
世帯数

（世帯）

人口（人）
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⑵ 年齢別（5 歳階級）人口の分布 

本市の年齢別人口は、男性は 50～54歳が、女性は 75～79歳が最も多くなっています。 

男性と女性を合わせた 15 歳未満の割合は 9.4%、15 歳以上 65 歳未満の割合は 57.5%、

65歳以上の割合が 33.1%となっています。 

 

表 2- 2 年齢別（5 歳階級）人口の分布 

 

    出典：北本市全体年齢別人口 

 
図 2- 4 年齢別（5 歳階級）人口の分布  

総数（人） 男（人） 女（人）

0～4歳 1,818 901 917

5～9歳 2,095 1,087 1,008

10～14歳 2,228 1,115 1,113

小計 6,141 3,103 3,038

15～19歳 2,670 1,349 1,321

20～24歳 3,028 1,508 1,520

25～29歳 2,960 1,566 1,394

30～34歳 3,131 1,627 1,504

35～39歳 3,414 1,777 1,637

40～44歳 3,558 1,861 1,697

45～49歳 4,398 2,273 2,125

50～54歳 5,529 2,834 2,695

55～59歳 4,682 2,417 2,265

60～64歳 4,193 2,046 2,147

小計 37,563 19,258 18,305

65～69歳 4,182 2,067 2,115

70～74歳 4,919 2,355 2,564

75～79歳 4,943 2,212 2,731

80～84歳 4,190 1,845 2,345

85～89歳 2,275 992 1,283

90～94歳 904 314 590

95～99歳 207 39 168

100～歳 27 2 25

小計 21,647 9,826 11,821

65,351 32,187 33,164

※令和６年10月１日時点

項目

年

少

人

口

生

産

年

齢

人

口

老

年

人

口

総数
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２ 産業の動向 

⑴ 事業所数及び事業者数の推移 

本市の事業所数は、平成 24 年から平成 26 年にかけて増加し、その後減少に転じてい

ます。平成 26年の事業所数は 2,021事業所でしたが、令和 3年の事業所数は 1,889事業

所となり、132事業所（6.5%）減少しています。 

また、本市の従業者数は、平成 24年から平成 26年にかけて増加し、その後減少に転じ

ています。平成 26 年の従業者数は、20,107 人でしたが、令和 3 年の従業者数は 19,238

人となり 869人（4.3%）減少しています。 

 

表 2- 3 事業所数及び従業者数の推移 

 

注）1 平成 26 年は経済センサス-基礎調査、平成 24・28、令和 3 年は経済センサス-活動調査による

集計。 

注）2 平成 24 年は 2 月 1 日現在、平成 26 年は 7月 1 日現在、平成 28 年は 6月 1 日現在、令和 3 年

は 6 月 1 日現在。 

 

図 2- 5 事業所数及び従業者数の推移 

 

  

H24 H26 H28 R3

事業所（事業所） 1,900 2,021 1,957 1,889

従業者（人） 18,278 20,107 19,609 19,238
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⑵ 事業所及び従業者の業種別割合 

本市における令和 3年の事業所数は 1,889 事業所となっています。 

業種別割合をみると、「卸売業,小売業」が最も多く 24.0%、次いで「生活関連サービス

業,娯楽業」が 10.9%、「医療・福祉」が 10.8%の順となっています。 

また、従業者数は 19,238人となっており、業種別割合をみると、「卸売業,小売業」が

最も多く 24.8%、次いで「医療・福祉」が 18.4%、「製造業」が 16.6%となっています。 

 

表 2- 4 事業所及び従業者の業種別割合（令和 3 年） 

 

注）1 出典：北本市の統計 

注）2 経済センサス-活動調査による集計。 

注）3 令和 3年 6月 1 日現在。 

 

図 2- 6 事業所及び従業者の業種別割合（令和 3 年）  

農業，林業 4 0.2% 42 0.2%

漁業 - - - -

鉱業，採石業，砂利採取業 - - - -

建設業 202 10.7% 1,143 5.9%

製造業 148 7.8% 3,191 16.6%

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.1% 43 0.2%

情報通信業 13 0.7% 35 0.2%

運輸業，郵便業 32 1.7% 635 3.3%

卸売業，小売業 454 24.0% 4,761 24.8%

金融業，保険業 26 1.4% 350 1.8%

不動産業，物品賃貸業 135 7.1% 482 2.5%

学術研究，専門・技術サービス業 71 3.8% 247 1.3%

宿泊業，飲食サービス業 200 10.6% 2,061 10.7%

生活関連サービス業，娯楽業 205 10.9% 1,003 5.2%

教育，学習支援業 91 4.8% 753 3.9%

医療，福祉 204 10.8% 3,528 18.4%

複合サービス事業 8 0.4% 66 0.3%

サービス業（他に分類されないもの） 95 5.0% 898 4.7%

合計 1,889 100.0% 19,238 100.0%

事業所数（事業所） 従業員（人）
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３ 交通の状況 

鉄道交通は、市の中心部を JR 高崎線が南北に走り、北本駅から上野駅まで約 45 分で結

ばれています。 

道路交通は、国道 17号及び中山道が本市中央部を南北に縦断しています。また、首都圏

中央連絡自動車道が本市の南側を東西に横断し、国道 17 号を挟む東西に桶川加納 IC 及び

桶川北本 IC が開設され、東名自動車道や関越自動車道、東北自動車道に直結しています。 

 

 

 

図 2- 7 本市の交通状況 
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４ 土地利用の状況 

本市の土地利用は、令和 5 年で宅地が最も多く 43.8%となっており、次いで畑が 24.5%、

その他が 18.8%となっています。 

 

表 2- 5 土地利用状況 

 

出典：北本の統計（各年 1 月 1 日現在） 

 

図 2- 8 土地利用状況（令和 5 年） 

  

（単位：ha）

田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他

H31 59.2 494.8 855.3 71.4 1.4 128.9 370.9

R2 59.2 491.5 858.3 69.7 1.4 129.4 372.5

R3 58.7 489.5 861.9 67.8 1.4 129.9 372.8

R4 58.7 487.4 864.7 67.1 1.4 129.9 372.8

R5 58.6 485.0 867.6 66.8 1.4 129.4 373.2
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都市計画の区域区分と用途別面積（市街化区域と市街化調整区域）は以下に示すとおりで

す。市街化区域は 721.0ha で市域全体の 36.3％であり、市街化調整区域は 1,263.0ha で市

域全体の 63.7％となっています。 

 

表 2- 6 土地利用状況都市計画区域面積及び都市計画用途指定地域別面積 

 

   出典：北本の統計（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

  

面　　積

（ha）

構　成　比

（％）

1,984.0  100.0
721.0   36.3

1,263.0   63.7
 720.6  100.0
 336.5   46.7
  71.9   10.0
   8.5    1.2
 166.8   23.1
  48.4    6.7
  19.0    2.6
   9.5    1.3
   9.0    1.2
  22.0    3.1
  29.0    4.0

        第二種住居地域
        準住居地域
        近隣商業地域
        商業地域
        準工業地域
        工業専用地域

        市街化調整区域
都市計画用途地域
        第一種低層住居専用地域
        第一種中高層住居専用地域
        第二種中高層住居専用地域
        第一種住居地域

区　　　　分

都市計画区域
        市街化区域
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出典：北本市 平成 29 年版 

図 2- 9 都市計画図  
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５ 国、県、広域組合及び本市における関連計画 

(1)  ḊĽᴁΪ 

国では、循環型社会形成推進基本法に基づき、令和 6年 8月に「第五次循環型社会形成

推進基本計画」を閣議決定し、循環経済への移行は、気候変動、生物多様性の保全、環境

汚染の防止等の環境面の課題と合わせて、地方創生や質の高い暮らしの実現、産業競争力

の強化や経済安全保障といった社会課題の同時解決にもつながるものであり、国家戦略

として取り組むべき重要な政策課題としています。 

また、令和 5年 6月、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、「廃棄物処理施設

整備計画」を閣議決定し、気候変動への対応について、「2050年カーボンニュートラルに

むけた脱炭素化」の視点を新たに記載し、対策内容を強化しました。「３Ｒ・適正処理の

推進」については、災害時含めその方向性を堅持するとともに、「循環型社会の実現に向

けた資源循環の強化」の視点を追加しています。 
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第五次循環型社会形成推進基本計画（令和 6年 8月） 

出典：環境省ホームページ 
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出典：環境省ホームページ  
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廃棄物処理施設整備計画（令和 5年 6月） 

 

出典：環境省ホームページ  
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出典：環境省ホームページ  
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(2)  ᴱĽᴁΪ 

県では、生活様式や事業活動のあり方を見直し、「持続可能で環境にやさしい循環型社

会」の形成に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和 3年 3月に「第 9次埼

玉県廃棄物処理基本計画」を策定しています。 

ごみに関しては、より一層の廃棄物排出抑制を求めるほか、社会的に影響が大きく、新

たに生じた「食品ロスの削減」「プラスチック資源の循環的利用の推進」「廃棄物処理の持

つエネルギーの有効利用」を重要課題として位置付けました。また「廃棄物の適正処理」

「資源の循環利用の推進」「災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理」「少子高齢化や人口減少に

おいても持続可能な廃棄物処理体制の構築」を引き続き基本方針としています。 

廃棄物処理施設の広域化・集約化に係る計画において本市は、ごみ処理広域ブロック 21

に指定されており、広域化を図ることにより施設の集約化が進むものと考えられる地域

とされています。 

また、令和元年に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されたことを受け、令

和 3年 3月に「埼玉県食品ロス削減推進計画」を策定しています。 
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第 9次埼玉県廃棄物処理基本計画（令和 3年 3月） 
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埼玉県食品ロス削減推進計画（令和 3年 3月） 

 

 

( 3)  広域組合の計画 

埼⽟中部環境保全組合は、令和 3年度に、鴻巣市、北本市、吉⾒町（以下、「構成市町」

という。）が締結した「新たなごみ処理施設の整備促進に関する基本合意書」を受け、令

和 4年度から新たなごみ処理施設等の建設に係る事務に着⼿しています。 

埼玉中部環境保全組合が所有するごみ処理施設「埼⽟中部環境センター（以下、「現施

設」という。）」は供⽤開始から約 42年が経過しており、⽼朽化による処理能⼒の低下や

維持管理コストの増加が懸念されることから、厳しい財政事情を踏まえた効率的なシス

テムの構築を念頭に、循環型社会の形成に寄与する新施設の整備が急務となっています。 

そのことから、新たなごみ処理施設等の整備事業に関する基本的事項について、将来に

わたる安定的かつ効率的なごみの広域処理を行うための施設整備に向け、令和 7 年 2 月

に「新たなごみ処理施設等整備基本計画」を策定しました。 

なお、本市において、新たなごみ処理施設の整備に伴い、ごみの収集区分を見直してい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たなごみ処理施設等整備基本計画（令和 7年 2月） 

        地球に優しい「循環型社会」、「脱炭素社会」を⽬指し、 

市⺠町⺠に親しまれる施設づくりを進めます 

 

 

⽅針 1 周辺環境に配慮し、安全・安⼼で安定した施設 

⽅針 2 限りある資源やエネルギーの有効活⽤を図り、地球に優しい施設 

⽅針 3 災害に対して強く、地域の拠点となる施設 

⽅針 4 経済性と効率性を勘案した施設 

⽅針 5 環境学習の場として、市⺠町⺠に開かれた施設 

基本理念 

基本方針 
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( 4)  本市の計画 

本市では、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための指針として、総合振興計画を策

定しています。 

また、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和 8年 3

月に第三次北本市環境基本計画を策定しています。ごみに関しては、「廃棄物の減量とリ

サイクルの推進」及び「循環型ごみ処理方法の推進」に取り組むものとし、生活排水に関

しては、「水の清浄さの維持」として、公共下水道や合併処理浄化槽による生活雑排水の

処理を推進するものとしています。 

 

  

建設予定地 

 

出典：新たなごみ処理施設等整備基本計画（埼⽟中部環境保全組合） 
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計画期間 

将来都市像 

本計画の関連分野の取組 

第六次北本市総合振興計画基本構想（令和 7年 7月） 

        令和 8（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10年間 

        「緑にかこまれた健康な文化都市」 

        「みんなの力で築く、誰にとってもやさしいまちづくり」 

 

計画期間 

将来都市像 

基本理念 

第三次北本市環境基本計画（令和 8年 3月） 

        令和 8年度から令和 17年度の 10年間 

        「緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本」 

              資源やエネルギーを大切に利用し、 

                環境にやさしい暮らしをつくるまち 

・４Ｒ推進 

・食品ロス対策・プラスチック資源循環対策の推進 

・分別の徹底・資源回収体制の整備 

・廃棄物の適正処理の推進 

・不法投棄防止・環境美化の推進 

・空気・水の清浄さの維持・向上 

・環境情報の整備充実と発信・提供 

・環境調査・監視の充実 

 

計画期間 

将来都市像 
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第３章 ごみ処理基本計画 

第１節 ごみ処理の現状と課題 

１ 用語の定義 

本計画において使用する用語の定義は、以下のとおりです。 

家庭から排出されるごみを「生活系ごみ」と呼びます。生活系ごみは大きく、「可燃ごみ」、

「粗大ごみ」、「不燃ごみ」、「資源」に分類されます。「生活系ごみ」から「資源」を除いた

ごみを「家庭系ごみ」と呼びます。 

また、オフィス、商店及び農業など事業活動により発生する一般廃棄物を「事業系ごみ」

と呼びます。本計画で取り扱う事業系ごみは、埼玉中部環境センターで受け入れ可能なごみ

種で、大きく「可燃ごみ」及び「粗大ごみ」に分類されます。 

これらの「生活系ごみ」と「事業系ごみ」をあわせた量を「ごみ排出量」と呼びます。 

 

 

図 3- 1 用語の定義 

 

  

家庭系ごみ

一

般

廃

棄

物

・

総

排

出

量

一

般

廃

棄

物

・

総

搬

入

量

可燃ごみ 粗大ごみ 不燃ごみ 資源

事業系ごみ

生活系ごみ
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２ ごみ処理体制 

本市における主なごみ処理体制は、以下のとおりです。 

可燃ごみは、埼玉中部環境センターにおいて焼却処理しています。なお、焼却処理に伴っ

て排出される焼却灰等の焼却残さは、埼玉県清掃行政研究協議会と太平洋セメント株式会

社熊谷工場との協定に基づき、セメント原料として資源化しています。 

不燃ごみは、北本市一般廃棄物一時保管場に一時保管した後、民間処理業者に処理を委託

しています。委託先の民間処理業者は、金属等の資源物を選別した後、非金属残さをまとめ

て中間処理（熱回収後、焼却灰はセメント原料として資源化または破砕後、石炭代替燃料化）

しています。 

粗大ごみは、埼玉中部環境センターの粗大ごみ処理施設において破砕・選別処理を行って

います。選別後の金属等は、有価売却（リサイクル）しています。また、選別後の可燃残さ

は、同センターの焼却施設において焼却処理しています。 

容器包装（資源）類は、北本市一般廃棄物一時保管場に一時保管した後、民間処理業者に

処理を委託しています。委託先の民間処理業者は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協

会に引き渡す適合物を選別した後、選別残渣を中間処理（熱回収）し、焼却灰を埋め立て最

終処分しています。 

資源として分別回収されるビン・缶・紙類・布類などは、北本リサイクル事業協同組合等

に委託し、主に有価売却（リサイクル）しています。 
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図 3- 2 本市における主なごみ処理体制（令和 7 年度）  
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３ 収集・運搬 

ごみの分別区分を表 3-1に示します。 

家庭ごみの分別は大きく、もやせるごみ、もやせないごみ、粗大ごみ、資源に分けられ、

資源の細分類は、容器包装（資源）類、紙類、缶、ビン、布類、ペットボトル、金属類、ガ

ラス類、廃乾電池、牛乳パック、廃食油、廃蛍光管類・水銀使用製品、小型家電となってい

ます。なお、本計画において、可燃ごみ及び不燃ごみは、それぞれ「もやせるごみ」、「もや

せないごみ」を指します。 

可燃ごみは、指定ごみ袋（指定レジ袋含む）を用いるか、枝木などは指定の長さに切り揃

えたうえで束ねて家庭ごみ集積所に排出します。収集頻度は、原則週に 2 回となっていま

す。 

不燃ごみは、可燃ごみと同様、指定ごみ袋を用いて、家庭ごみ集積所に排出します。収集

頻度は、月に 2回となっています。 

粗大ごみは、戸別収集か自己搬入の方法で排出します。どちらの場合も北本市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例に基づき、手数料を徴収しています。 

資源は、種類により排出方法、収集方法、収集頻度が異なります。 

プラスチック製容器包装は「容器包装（資源）類」として、指定ごみ袋を用いて、家庭ご

み集積所に排出します。収集頻度は、原則週に 1回となっています。 

その他の資源（紙類、缶、ビン、布類、ペットボトル、金属類、ガラス類）は、資源回収

集積所に排出します。収集頻度は、月に 2回となっています。 

なお、廃乾電池と廃蛍光管類についても資源回収集積所に排出しますが、廃乾電池は月に

1 回、廃蛍光管類は年に 3回の排出日を指定しています。 

廃乾電池、牛乳パック、廃食油及び小型家電は、市内の指定された拠点で回収しています。 

一時多量ごみ（引っ越しごみ、遺品整理ごみ、大掃除ごみ）は他の利用者の利用を妨げる

おそれがあるので、家庭ごみ集積所に排出することを禁じています。これらは自己搬入ある

いは収集運搬許可業者に引き取りを依頼します。 

事業系ごみは、収集運搬許可業者による収集と事業者自身による自己搬入を行っていま

す。家庭ごみ集積所には排出できません。 
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表 3- 1 分別区分 

 

  

排出方法 排出場所 収集回数

生ごみ、紙くず、布くず、おむつ（汚物は除く）、

枝木類（太さ3cm以内）
指定ごみ袋

家庭ごみ

集積所
週２回

汚れたプラスチック製容器包装、プラスチック製品

（プラスチック衣装ケース、ポリタンク、CD な

ど）、金属ごみ （傘など）、ゴム・革製品 （靴な

ど）、瀬戸物・陶磁器、強化・耐熱ガラス・板ガラ

ス、ガスを使いきったライター、LED 照明・割れた

蛍光管・電球、ぬいぐるみ類 （60㎝以上は粗大ご

み）

指定ごみ袋
家庭ごみ

集積所
月２回

家具類、寝具類、家電製品 （小型家電として出せ

ない大きさのもの）、敷物類 （足拭きマット、

カーペットなど）、その他 （中綿やダウンの入っ

た服など）

戸別収集・

自己搬入

自宅の前・

ごみ処理場
随時

きれいなプラスチック製容器包装、マークのあるき

れいなもの
指定ごみ袋

家庭ごみ

集積所
週１回

紙類 新聞・チラシ、ダンボール、雑誌、書籍、雑紙など
種類別に

ヒモで縛る

資源回収

集積所
月２回

缶 空き缶、スプレー缶 専用カゴ
資源回収

集積所
月２回

ビン 無色、茶色、その他の色のビン
色別にカゴに

入れる

資源回収

集積所
月２回

布類 洋服、タオルなど ヒモで縛る
資源回収

集積所
月２回

ペットボトル ペットボトル 専用ネット
資源回収

集積所
月２回

金属類 その他の金属 専用カゴ
資源回収

集積所
月２回

ガラス類 ガラス類・割れたビン 専用カゴ
資源回収

集積所
月２回

乾電池・ボタン電池・リチウムイオン電池・家電の

バッテリー、モバイルバッテリーなど

回収ボックス

・専用カゴ

市役所等・

資源回収

集積所

随時・

月１回

牛乳、ジュース等のパック
回収ボックス

・専用カゴ
市役所等 随時

廃食油 回収ボックス 公民館等 随時

蛍光管、電球、水銀体温計、水銀血圧計など 専用カゴ
資源回収

集積所
年３回

小型家電 回収ボックス 市役所等 随時

処理できないごみ

産業廃棄物（あわせ産廃として処理を認めたものを除く）、感染性のあるごみ、注射針等の鋭利な

在宅医療廃棄物、爆発のおそれがあるものや有害物質（中身の入ったスプレー缶・ガスボンベ・消

火器等）、家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）対象物、焼却灰、その他（石、土、

砂、雪等）

廃蛍光管類・

水銀使用製品

分別区分

容器包装（資源）類

資

源

回

収

粗大ごみ

収集できないごみ
事業系一般廃棄物、産業廃棄物（建築廃材等）、一次多量ごみ（引越し・大掃除などによる多量の

ごみ）

牛乳パック

廃乾電池

小型家電

廃食油

もやせるごみ

もやせないごみ
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４ ごみ排出の推移 

⑴ 年間排出量 

ごみ排出量は、令和元年度から令和 3 年度頃は新型コロナウイルスの影響により増加

しましたが、令和 2年度をピークに減少傾向にあります。 

生活系ごみは、平成 30年度には 15,130Ʃでしたが、令和 6年度には 14,378Ʃとなり、

752Ʃ（5.0%）減少しています。家庭系ごみは、平成 30 年度には 12,406Ʃでしたが、令

和 6年度には 11,975Ʃとなり、431Ʃ（3.5%）減少しています。 

また、事業系ごみは、平成 30年度には 3,303Ʃでしたが、令和 6年度には 3,306Ʃとな

り、3Ʃ（0.1%）増加しています。 

 

表 3- 2 ごみ排出量の推移 

 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 3- 3 ごみ排出量の推移 

 

  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

生活系ごみ Ʃ/年 15,130 15,301 16,132 15,615 15,123 14,911 14,378

可燃ごみ Ʃ/年 10,586 10,432 10,896 10,778 10,551 10,599 10,200

不燃ごみ Ʃ/年 1,381 1,554 1,744 1,566 1,401 1,324 1,356

粗大ごみ Ʃ/年 418 465 524 478 426 435 419

資源ごみ Ʃ/年 2,724 2,836 2,947 2,776 2,729 2,530 2,403

その他 ｔ/年 21 14 21 17 16 23 0

家庭系ごみ Ʃ/年 12,406 12,465 13,185 12,839 12,394 12,381 11,975

事業系ごみ Ʃ/年 3,303 3,735 3,450 3,535 3,453 3,519 3,306

可燃ごみ Ʃ/年 3,182 3,603 3,309 3,395 3,333 3,388 3,199

粗大ごみ Ʃ/年 121 132 141 140 120 131 107

Ʃ/年 18,433 19,036 19,582 19,150 18,576 18,430 17,684合計
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⑵ １人１日当たりのごみ排出量 

ごみ排出量を人口及び年間日数で割った１人 1日当たりのごみ排出量は、平成 30年度

は 757ｇでしたが、令和 6年度は 741gとなり 16g（2.1%）減少しました。 

生活系ごみ排出量は、平成 30 年度は 621g でしたが、令和 6 年度は 603g となり 18g

（2.9%）減少しました。家庭系ごみ排出量は、平成 30年度は 509gでしたが、令和 6年度

には 502gとなり 7g（1.4%）減少しています。 

 

表 3- 3 １人 1 日当たりのごみ排出量の推移 

 

 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 3- 4 １人 1 日当たりのごみ排出量の推移 

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人口 人 66,743 66,274 66,097 65,817 65,868 65,462 65,351

１人１日当たりのごみ排出量 ｇ/人・日 757 785 812 797 773 769 741

生活系ごみ ｇ/人・日 621 631 669 650 629 622 603

家庭系ごみ ｇ/人・日 509 514 547 534 516 517 502
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５ 処理施設の概要 

可燃ごみは、環境保全組合の埼玉中部環境センターごみ焼却施設で処理しています。同施

設は、稼働から 42年以上が経過しており、老朽化が著しく更新の時期が迫っています。 

粗大ごみは、埼玉中部環境センター粗大ごみ処理施設で処理しています。ごみ焼却施設と

同様、老朽化が著しく更新の時期が迫っています。 

不燃ごみ及び容器包装類は、市内の一時保管施設に搬入しています。同施設は、不燃ごみ

及び容器包装類の積み替え保管場所として使用しています。 

 

表 3- 4 ごみ焼却施設の概要 

施 設 名 埼玉中部環境センターごみ焼却施設 

管 理 者 埼玉中部環境保全組合 

所 在 地 埼玉県比企郡吉見町大字大串 2808番地 

施 設 種 類 ごみ焼却施設 

処 理 能 力 240Ʃ/日（80Ʃ/日×3炉）  

処 理 対 象 物 可燃ごみ 

竣 工 昭和 59年 3月 

処 理 方 式 全連続燃焼式機械炉 

 

表 3- 5 粗大ごみ焼却施設の概要 

施 設 名 埼玉中部環境センター粗大ごみ焼却施設 

管 理 者 埼玉中部環境保全組合 

所 在 地 埼玉県比企郡吉見町大字大串 2808番地 

施 設 種 類 粗大ごみ処理施設 

処 理 能 力 45Ʃ/5ｈ  

処 理 対 象 物 粗大ごみ 

竣 工 昭和 59年 9月 

処 理 方 式 破砕・選別処理等 

 

表 3- 6 一時保管場の概要 

施 設 名 北本市一般廃棄物一時保管場 

管 理 者 北本市 

所 在 地 北本市中丸 8丁目 322番地 1  

施 設 種 類 一時保管施設 
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６ ごみ処理の推移 

 

⑴ 焼却処理量 

埼玉中部環境センターにおける本市の焼却処理量は、平成 30 年度は 15,088Ʃでした

が、令和 6年度は 13,725Ʃとなり 1,363Ʃ（9.0%）減少しました。 

なお、焼却処理に伴って排出される焼却灰等の焼却残さは、埼玉県清掃行政研究協議会

と太平洋セメント株式会社熊谷工場との協定に基づき、セメント原料として資源化して

います。 

 

表 3- 7 焼却処理量の推移 

 

 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

 

図 3- 5 焼却処理量の推移 

 

  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

焼却処理 Ʃ/年 15,088 14,464 14,643 14,596 14,253 14,379 13,725

直接焼却量 Ʃ/年 13,768 14,035 14,115 14,097 13,809 13,919 13,317

処理残渣 Ʃ/年 1,320 429 528 499 444 460 408
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⑵ 焼却ごみの組成 

埼玉中部環境センターにおいて、平成 30年度から令和 6年度に調査した焼却ごみの組

成は、以下のとおりです。 

ただし、埼玉中部環境センターでは、鴻巣市の鴻巣地域、川里地域、吉見町及び本市か

ら排出される可燃ごみ等を処理しており、本市以外のごみも含まれています。 

平成 30年度から令和 6年度の平均では、紙・布類の割合が最も大きく 53.0％、次いで

厨芥類が 15.9％となっています。 

 

表 3- 8 焼却ごみの組成 

  

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 

 

図 3- 6 焼却ごみの組成（平成 30年度から令和 6 年度の平均値） 

 

 

  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 平均値

紙・布類 ％ 46.1 56.7 51.0 47.7 52.7 56.9 60.1 53.0

合成樹脂類 ％ 18.6 12.5 11.2 16.2 10.2 17.0 12.1 14.0

木・竹類 ％ 12.8 14.4 17.5 9.5 16.2 6.1 13.4 12.8

厨芥類 ％ 18.2 12.5 14.3 21.5 15.7 18.2 11.1 15.9

不燃物 ％ 1.1 2.2 1.1 1.2 2.0 0.8 1.4 1.4

その他 ％ 3.2 1.7 4.9 4.0 3.2 1.1 2.0 2.9

合計 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
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⑶ 破砕処理量 

粗大ごみは、埼玉中部環境センター粗大ごみ処理施設で処理しています。 

破砕処理量は、平成 30年度が 539Ʃ、令和 6年度には 526Ʃとなり、13Ʃ（2.4%）減少

しています。 

なお、破砕処理後の可燃残さは、同センター焼却施設で焼却処理していますが、金属な

どの資源物は、民間処理業者において資源化しています。 

 

表 3- 9 破砕処理量の推移 

 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 3- 7 破砕処理量の推移 

  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

破砕処理量 Ʃ/年 539 597 665 618 546 566 526
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⑷ 資源化量 

本市の資源化量及びリサイクル率は、以下のとおりです。 

資源化量は、平成 30 年度が 4,262Ʃであったのに対し、令和 6 年度には 5,419Ʃとな

り、1,157Ʃ（27.1%）増加しています。 

また、リサイクル率は、平成 30 年度では 23.1％であったのに対し、令和 6 年度には

30.6％となり、7.5％増加しています。 

 

表 3- 10 資源化量及びリサイクル率の推移 

  

直接資源化量＝資源化等を行う施設を経ずに直接再生業者等に搬入される量 

施設資源化量＝不燃ごみ・粗大ごみから回収した金属、ｴｺｾﾒﾝﾄ化された焼却灰等 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 3- 8 資源化量及びリサイクル率の推移 

 

 

 

  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

総資源化量 Ʃ/年 4,262 5,908 6,469 6,334 5,812 5,597 5,419

直接資源化量 Ʃ/年 1,987 2,003 2,063 1,898 1,848 1,674 1,551

施設資源化量 Ʃ/年 2,275 3,905 4,406 4,436 3,964 3,923 3,868

リサイクル率 ％ 23.1 31.0 33.0 33.1 31.3 30.4 30.6
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７ ごみ処理経費の推移 

ごみ処理経費は、平成 30年度から令和 5年度においては、8億円前後で推移しています。 

また、市民１人当たりの経費は令和 5年度で 12,990円、ごみ１Ʃ当たりの経費は 46,141

円となっています。 

表 3- 11 ごみ処理経費の推移 

 
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 3- 9 ごみ処理経費の推移  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5

千円 29,672 37,768 6,584 6,453 6,333 6,200

組合分担金 千円 29,672 37,768 6,584 6,453 6,333 6,200

千円 648,402 671,381 679,649 680,177 711,428 721,032

千円 27,371 32,296 26,124 23,510 29,760 27,398

人件費（技能職） 千円 13,712 13,945 11,999 11,108 12,059 12,347

収集運搬費 千円 924 1,676 1,101 989 734 1,035

中間処理費 千円 0 0 0 0 0 0

最終処分費 千円 0 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0 904

収集運搬費 千円 318,474 327,397 334,157 335,389 340,884 356,053

中間処理費 千円 113,370 123,032 135,300 137,650 128,946 123,706

最終処分費 千円 0 0 0 0 0 0

その他 千円 0 0 0 0 0 0

調査研究費 千円 0 0 0 0 4,389 0

千円 174,551 173,035 170,968 171,531 194,656 199,589

千円 127,658 124,863 139,527 91,131 108,385 123,147

千円 805,732 834,012 825,760 777,761 826,146 850,379

人 66,743 66,274 66,097 65,817 65,868 65,462

円/人 12,072 12,584 12,493 11,817 12,542 12,990

Ʃ/年 18,433 19,036 19,582 19,150 18,576 18,430

円/Ʃ 43,711 43,812 42,169 40,614 44,474 46,141ごみ1ｔ当たり経費

建設・改良費

処理及び維持管理費

人件費（一般職）

処理費

車両等購入費

委託費

その他

合計

人口

1人当たり経費

ごみ排出量

組合分担金
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８ 他市町村との比較 

⑴ 全国の類似市町村との比較 

令和 5年度における本市と全国の類似市町村との比較結果を、以下に示します。レーダ

ーチャートは、数値が大きいほど良好な状態を示します。 

なお、類似市町村は、都市形態、人口規模、産業構造が類似している市町村で区別され

るもので、総務省で公表されている「類似団体市町村財政指数表」に示される類型による

ものとし、一覧を資料編に示します。 

「人口１人１日当たりごみ総排出量」、「廃棄物のうち最終処分される割合」、「人口 1

人当たり年間処理経費」、「最終処分減量に要する費用」の項目についてはいずれも平均

値と比較して優れている結果となっています。 

一方で、「廃棄物からの資源回収率」、の項目については平均値より低い水準となって

います。ただし、本システムは、焼却残さをセメント原料として資源化されたものを除

いた資源回収率としています。 

 

表 3- 12本市のごみ処理の評価( 全国類似市町村との比較)  

  

 

出典：市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール(令和 5 年度実績版)  

(環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課) 

図 3- 10 本市のごみ処理の評価( 全国類似市町村との比較)   

人口１人１日当たり

ごみ排出量

廃棄物からの資源回

収率（RDF・セメン

ト原料化等除く）

廃棄物のうち

最終処分される割合

人口１人当たり

年間処理経費

最終処分減量に

要する費用

（kg/人・日） （Ʃ.Ʃ) （Ʃ.Ʃ） （円/人・年） （円/t ）

平均 0.816 0.177 0.081 14,175 48,682

最大 1.314 0.449 0.697 30,308 99,623

最小 0.612 0.051 0 7,380 22,493

標準偏差 0.125 0.069 0.079 3,676 14,136

北本市 0.769 0.169 0 12,538 44,370

偏差値 53.8 48.8 60.3 54.5 53.1

標準的な指標

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
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40 

 

⑵ 埼玉県内の全市町村との比較 

令和 5年度における本市と埼玉県内の全市町村との比較結果を、以下に示します。 

「人口１人１日当たりごみ総排出量」、「廃棄物のうち最終処分減量に要する費用」の項

目についてはいずれも平均値と比較して優れている結果となっています。 

一方で、「廃棄物からの資源回収率」、「人口 1人当たり年間処理経費」、「最終処分減量

に要する費用」の項目については平均値より低い水準となっています。 

 

表 3- 13 本市のごみ処理の評価( 埼玉県内の全市町村との比較)  

 

 

出典：市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール(令和 5 年度実績版)  

(環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 

図 3- 11 本市のごみ処理の評価( 埼玉県内の全市町村との比較)  

 

  

人口１人１日当たり

ごみ排出量

廃棄物からの資源回

収率（RDF・セメン

ト原料化等除く）

廃棄物のうち

最終処分される割合

人口１人当たり

年間処理経費

最終処分減量に

要する費用

（kg/人・日） （Ʃ.Ʃ) （Ʃ.Ʃ） （円/人・年） （円/t ）

平均 0.796 0.208 0.036 12,419 42,346

最大 1.015 0.376 0.087 16,559 67,551

最小 0.663 0.079 0 8,267 24,440

標準偏差 0.099 0.064 0.026 2,104 10,213

北本市 0.769 0.169 0 12,538 44,370

偏差値 52.7 43.9 63.8 49.4 48.0

標準的な指標

0.0

0.2

0.4

0.6
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９ 前計画の達成評価 

⑴ 数値目標の達成状況 

前計画で設定された、減量に係る目標を以下に示します。 

 

表 3- 14 前計画における数値目標 

指標 目標値（R2） 目標値（R7） 

① 市民１人１日当たりのごみ排出量 

ごみ全体について、発生を抑制する取

組を評価する指標となっています 

792ｇ 

(H25比約 12ｇ減) 

779ｇ 

(H25比約 25ｇ減) 

② 市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量 

（資源除く） 

発生抑制だけでなく、分別の取組みも

評価する指標となっています 

490ｇ 

(H25比約 20ｇ減) 

470ｇ 

(H25比約 40ｇ減) 

③ 市内の事業系ごみ排出量 

事業系ごみの減量化を評価する指標と

なっています 

3,664Ʃ 

(H25比約 2.5％減) 

3,570Ʃ 

(H25比約 5％減) 

 

前計画における目標の達成状況について、令和 6 年度では市民１人 1 日当たりの家庭ご

み排出量（資源除く）は達成できていないものの、市民１人 1日当たりのごみ排出量及び市

内の事業系ごみ排出量の目標は達成できている状況にあります。 

 

表 3- 15 前計画における達成状況 

 

 

  

目標 実績 評価 目標 実績(R6) 評価

① 市民１人１日当たりのごみ排出量 681Ɯ 701Ɯ Ü 668Ɯ 630Ɯ ¹

②
市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量

（資源除く）
38/Ɯ 436Ɯ Ü 36/Ɯ 4/1Ɯ Ü

③ 市内の事業系ごみ排出量 2+553Ʃ2+34/Ʃ¹ 2+46/Ʃ2+2/5Ʃ¹

R2 R7



42 

 

⑵ 施策の達成状況 

前計画では、「緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本」を基本理念とし、ごみ

の減量化・資源化へ向けた施策を展開するとともに、廃棄物と関連が深い食品ロスの削減

に向けた施策も展開してきました。それぞれの施策の取組における達成状況を以下に示

します。 

 

進捗状況：〇（実施）、△（一部実施）、×（未実施） 

 

ア ごみの減量化・資源化の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）家庭ごみ 

○ 

・「北本市ごみ減量新施策の検討に係る調査」の実

施（R4） 

・R6.9月号広報特集「ごみはまだまだ再資源化で

きる」の掲載 

・生ごみ処理機器購入費補助金の交付、予算の拡

充。 

（イ）事業系ごみ 

○ 

・チラシ「事業系ごみ減量のお願い」を、一般廃

棄物収集運搬許可業者を通じて排出事業者へ

配布（R5～） 

・「事業系ごみ適正排出ガイドブック」を作成

（R2）、増刷（R3,R6）、事業者へ随時配布。 

 

イ 収集・運搬の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）適正排出の推進 

〇 

・家庭ごみ・資源類分別マニュアル、ごみカレン

ダー、雑紙マニュアル、スマートフォン向けご

み分別アプリによる排出方法の周知（継続） 

・ごみカレンダーの全戸配布化（R6～） 

・ごみカレンダー多言語化版の再作成及び４言語

追加（R7） 

（イ）高齢化社会への対応 〇 ・高齢者等ごみ出し支援制度の実施（継続） 

 

ウ 中間処分の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）中間処分の課題 
〇 

・環境保全組合において、新ごみ処理施設の整備

を進めている。 
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施策 
進捗 

状況 
取組内容 

・現施設の運営、民間事業者への委託を継続。 

 

エ 最終処分の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）最終処分の課題 〇 ・民間事業者への委託を継続 

 

オ 災害廃棄物処理の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）災害廃棄物処理の課題 

〇 

・災害廃棄物処理基本計画を策定（H31） 

・毎年度開催される県主催の災害廃棄物処理研修

会に参加 

 

カ 感染症（新型コロナウイルス感染症等）流行時の廃棄物処理の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）感染症（新型コロナウ

イルス感染症等）流行時

の廃棄物処理の課題 

〇 

・委託業者に対し「委託業務遂行に際しての感染

防止策及び事業所単位で活動不能となった場

合の対応の継続について」等を送付 

 

キ その他の課題 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

（ア）経費の課題 

△ 

・燃料費や人件費の高騰に伴い経費は上昇傾向に

あるが、常に作業の効率化、委託業務の適正化

に取り組んでいる。 

（イ）在宅医療に伴い家庭か

ら排出される廃棄物の課

題 
〇 

・感染性がなく鋭利でない可燃性の在宅医療廃棄

物は可燃ごみとし、感染性があるものや鋭利な

ものは受診する医療機関等に引き取りを依頼

するよう促している。 

（ウ）家庭から排出される処

理困難廃棄物の課題 〇 

・処理困難物が適正に処理されるよう、主に市内

の一般廃棄物処理業者に処理を依頼するよう

案内している。 
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食品ロス削減推進計画に関する施策 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

(ア)食品ロスについての理

解促進 〇 

・小中学生向け「環境ポスター・標語コンクール」

を毎年実施し、食品ロスをテーマの一つとした

（H31～）。 

(イ)食品廃棄物（生ごみ）の

削減に向けた具体的行動

を支援 
〇 

・食品関連事業者の食品廃棄物リサイクルに必要

な廃掃法に基づく手続きの継続。 

・生ごみ処理機器購入費補助制度の実施、予算の

拡充。 

(ウ)未利用食品の活用法を

検討 
〇 

・フードドライブの実施 

(エ)国・県の調査事業への協

力 
〇 

・随時調査に協力 

 

前計画での目標達成に向けた取組 

基本方針１ ４Ｒ（ごみの減量・資源化）の推進に関する取組 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

(ア)容器包装プラスチック

の回収回数拡大事業 
〇 

・毎週回収を継続（H29～） 

(イ)生ごみ処理機器購入費

補助金・ダンボールコン

ポスト普及啓発事業 

〇 

・生ごみ処理機器購入費補助制度の実施、予算の

拡充。 

・市 HPによるダンボールコンポストの周知。 

(ウ)環境教育・広報特集記事 

〇 

・『コロナで変わる日常。「いつもの暮らしを守

る！」ごみ処理最前線』（令和４年４月号） 

・『ごみはまだまだ再資源化できる』（令和６年９

月号） 

(エ)効率的な使用済小型家

電の収集 〇 

・公共施設における拠点回収の継続。 

・宅配便を利用した小型家電の無料回収事業の協

定を継続。 

(オ)プラスチックごみ削減

事業 
〇 

・指定レジ袋の使用を継続。 

・小中学生向け「環境ポスター・標語コンクール」

を毎年実施し、海洋プラスチック等をテーマの

一つとした（～R4） 
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基本方針２社会情勢に対応したごみ処理サービスの推進に関する取組 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

(ア)高齢者等のごみ出し支

援制度 
〇 

・継続して実施 

(イ)ごみカレンダー・家庭ご

み集積所看板の多言語化 〇 

・H30年度に４か国語の翻訳・印刷を実施。 

・R7 年度中に４か国語を追加した８か国語の翻

訳・データ作成を実施予定。 

(ウ)スマートフォン向けご

み分別アプリケーション

の導入 

〇 

・「全国ごみの日ナビ」を継続して利用。 

(エ)家庭ごみ分別マニュア

ルの全面改訂 
〇 

・令和５年度に改定を実施。 

(オ)北本市一般廃棄物収集

運搬車搭載ドライブレコ

ーダーの映像情報の提供 〇 

・交通事故の捜査、街頭犯罪などの犯罪捜査等に

協力し、市民生活の安全・安心に寄与すること

を目的に、収集事業者、北本リサイクル事業協

同組合、北本市、鴻巣警察署が連携して活動で

きるよう協定を締結し、継続している。 

(カ)北本市一般廃棄物（粗大

ごみ）収集運搬車による犯

罪抑止及び防犯・防災意識

の啓発 

〇 

・市が委託している一般廃棄物収集運搬車のうち

スピーカーを装備した車を活用して、犯罪抑止

及び防犯・防災意識の啓発等を行う。 

・災害時等は情報提供を行う。 

・コロナ禍に外出自粛等の啓発に活用した。 

 

基本方針３適正処理の推進に関する取組 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

(ア)事業系ごみ適正排出マ

ニュアルの導入 
〇 

・配布の継続。 

・令和６年３月に増刷。 

(イ)ごみ散乱防止対策の推

進ごみ出し違反シールの

導入 

〇 

・継続して使用。 

 

基本方針４廃棄物処理の費用負担軽減に関する取組 

施策 
進捗 

状況 
取組内容 

(ア)ごみ処理有料化 
〇 

・事業系ごみ、家庭系粗大ごみ等の手数料徴収の

継続。 
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10 ごみ処理の課題 

⑴ ごみの減量化・資源化の課題 

ごみ排出量は、減少傾向にあり、県の平均と比較しても少ない水準にありますが、循環

型社会の形成に向けて、継続したごみ減量化への取組が必要です。 

 

ア 家庭ごみ 

前計画で削減目標として設定した家庭ごみの１人１日当たりの排出量は減少傾向に

あるものの、令和 6年度の時点で前計画の中間目標値を達成できませんでした。 

原因として、人口減少と世帯数増加が同時進行していること及び生活様式の変更（在

宅勤務、食事の持ち帰り等）などが考えられます。 

 

イ 事業系ごみ 

事業系ごみの排出量は、ほぼ横ばいで推移しており、令和 6年度の時点で前計画の中

間目標値を達成していますが、排出者責任の原則に則り、今後も継続して減量化に努め

ることが必要です。 

 

⑵ 収集・運搬の課題 

一般家庭や事業者には、廃棄物処理法及び本市が定める分別ルールに従ってごみを排

出することが求められています。本市においては家庭ごみ・資源類分別マニュアル、ごみ

カレンダー（日本語以外に英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシ

ア語・ポルトガル語・スペイン語版あり）、スマートフォン向けごみ分別アプリケーショ

ンで、排出方法や時間を周知しています。今後も、市民に分かりやすいごみ処理ルールの

周知について検討する必要があります。 

 

⑶ 中間処分の課題 

現在、本市の可燃ごみ及び粗大ごみの中間処理を行っている埼玉中部環境センターは

施設の老朽化が著しいことから、新たな施設を整備することが必要です。新たな施設を整

備するまでの期間は、現在の施設において適正な処理を継続すること及び民間事業者に

処理を委託することが必要です。 

 

⑷ 最終処分の課題 

現在、焼却残さは民間事業者に委託してセメント原料として資源化を行っており、今後

も継続して行うこととします。 

本市では最終処分場を有しておらず、環境保全組合の管理する最終処分場（鴻巣市内）

も現在は埋め立てを終了して管理のみを行っている状況です。 

今後も民間事業者への委託による最終処分を安定的に継続する必要があります。 
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第２節 ごみ排出量の将来予測 

１ 将来人口 

本計画における将来人口は、「北本市人口ビジョン」における将来人口を採用します。な

お、令和 7年度、令和 12年度、令和 17年度の間は直線補完とします。 

本市の将来人口は、今後ゆるやかな減少傾向を示し、計画初年度の令和 7年度では 65,194

人で、中間目標年度の令和 12年度は 62,038人、最終目標年度の令和 17年度では 58,523人

としています。 

 

表 3- 16 人口の将来予測 

 

 

図 3- 12 人口の将来予測 

 

  

（R6比）

人口（人） 65,351 65,194 62,038 58,523 -10.4%

最終目標年度

（令和17年度）

基準年度

（令和6年度）

計画初年度

（令和7年度）

中間目標年度

（令和12年度）
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２ ごみ排出量の将来予測 

現状のまま推移した場合のごみ排出量は、令和 6 年度の 17,684Ʃに対し、中間目標年度

の令和 12年度では 17,095Ʃ、目標年度の令和 17年度では 16,168Ʃと予測しました。 

また、１人１日当たりのごみ排出量は、令和 6年度の 741ｇに対し、中間目標年度の令和

12 年度では 755ｇ、目標年度の令和 17年度では 755ｇと予測しました。 

 

 

図 3- 13 ごみの将来予測（現状のまま推移した場合） 
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第３節 ごみ処理の基本方針と目標 

１ 基本理念及び基本方針 

本計画では、前計画を引き継ぎ、「第三次北本市環境基本計画」の望ましい環境像を基本

理念に掲げ、基本理念を実現するための 4つの基本方針を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本 

 

ごみの減量と循環型社会の実現に向けて、すぐにごみとなるものをつくらない・求めな

いなど、ごみになるものは断る（リフューズ）、ごみを元から減らす（リデュース）、繰り

返し使う（リユース）、資源として再利用する（リサイクル）の４Ｒを推進します。 

基本方針１ ４Ｒ（ごみの減量・資源化）の推進 

 

ごみを排出する市民、事業者の目線に立ち、今後の高齢社会や世帯数の増加など、社会

情勢の変化に柔軟に対応したごみ処理サービスを構築します。 

基本方針２ 社会情勢に対応したごみ処理サービスの推進 

 

現在の処理体制における適正処理を継続するとともに、環境保全組合及び衛生組合と連

携を図り、新たな広域処理体制を整備します。 

また、市内及び近隣の民間処理業者を活用した、効率的なごみ処理の仕組みを構築しま

す。 

基本方針３ 適正処理の推進 

 

ごみの減量化・資源化施策から収集・運搬、中間処理や最終処分に係る費用負担の軽減

に努め、効率的な廃棄物処理システムづくりを推進します。 

基本方針４ 廃棄物処理の費用負担軽減 
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２ 数値目標 

本計画における減量目標として、以下の 3つの指標を設定します。 

 

表 3- 17 本計画における数値目標 

 
 

  

 

 

 

  

単位
実績

（令和６年度）

中間目標

（令和12年度）

計画目標

（令和17年度）

一人１日当たりのごみ排出量 ｇ/人・日 741 717 707

一人１日当たりの家庭系ごみ排出量 ｇ/人・日 502 478 469

事業系ごみ排出量 Ʃ/年 3,306 3,216 3,141
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第４節 目標達成に向けた取組 

 

 

 

⑴ ごみ減量化・資源化の意識醸成 

本計画では、市民や事業者にわかりやすい目標値を掲げ、市ホームページなどで積極的

な周知を行います。また、毎年、目標に対する減量化の進捗を「一般廃棄物処理実施計画」

として公表し、市民や事業者がモニタリングできるようにします。 

また、ごみに対する意識を醸成するため、本市では市民講座「ごみのゆくえ」（中学生

以上対象）を、今後も継続して開講していきます。 

さらに、子どもの頃から身近な問題としてごみの減量や環境保全に関心や理解を深め

られるよう、小中学生を対象とした「環境ポスター・標語コンクール」を毎年実施します。 

 

⑵ 生ごみ処理機器購入費補助金・ダンボールコンポスト普及啓発事業 

本市では、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化・堆肥化によ

る資源の有効利用を図るため、生ごみ処理機器を購入する市民に対して補助金を交付し

ています。生ごみ処理機器購入費補助金制度を市民へ広く周知し、生ごみの減量に努めま

す。 

また本市では、ホームページでより簡易なダンボールコンポストの紹介をすることで、

市民への普及啓発に努めます。 

 

⑶ 食品ロスの削減対策 

本計画に内包している「食品ロス削減推進計画」に基づき、食品ロスの削減に努めます。 

 

⑷ 「ごみになるものは断る（リフューズ）」、「ごみを元から減らす（リデュース）」の促

進 

レジ袋や使い捨て食器などを過剰に提供せず、不要なものはもらわないという行動を

促すため、市民・事業者への情報提供や、店舗等と協力した取組を推進します。 

また、河川に捨てられたレジ袋やペットボトルなどによるマイクロプラスチックの環

境汚染について適切に情報提供するとともに、マイバッグやマイボトルを利用する地球

環境へ配慮したライフスタイルへの転換を促します。 

 

⑸ 「繰り返し使う（リユース）」、「資源として再利用する（リサイクル）」の推進 

民間リユース事業者との協働を検討し、市民・事業者に対して利用を呼び掛けるととも

に、リユース文化を醸成します。 

本市では、リネットジャパンリサイクル株式会社と、家庭用パソコンのリサイクルに向

けた連携と協力に関する協定書を締結しており、今後も民間事業者と連携したリユース

活動の推進を検討します。 

基本方針１ ４Ｒ（ごみの減量・資源化）の推進 
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⑹ 資源物の分別徹底 

資源化を推進するため、資源物の分別徹底を推進します。資源化可能な品目については

資源物として排出するよう排出ルールの徹底を呼びかけます。 

また、買い物のついでにいつでも排出できる店頭回収を推進するため、小売店の協力を

得ながら、市からも情報提供を行い、店頭回収のＰＲを検討します。 

 

⑺ 市民団体等への支援 

ごみ減量化とリサイクル活動の推進を目的とする市民団体等の活動に対し、助成等の

支援を行い、ごみの減量化や再資源化活動を今後も継続して推進していきます。 

 

 

 

 

⑴ 高齢者等のごみ出し支援制度 

本市では、高齢や身体障害などが理由で、家庭ごみ集積所にごみを排出することが困難

な市民を対象に、原則週１回自宅からごみを回収する「高齢者等のごみ出し支援制度」を

導入しており、今後も継続して実施していきます。 

 

⑵ ごみカレンダー・家庭ごみ集積所看板の多言語化 

本市では、日本語以外を母語とする住民への対応として、ごみカレンダー（英語・中国

語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・ポルトガル語・スペイン語の 8

か国語版）を作成しており、市ホームページに掲載するとともに必要に応じて配布をしま

す。 

また、地域によっては集積所に、英語表記とした家庭ごみ集積所看板を設置し、外国人

へのごみ出しルールを周知することで、ごみ集積所の適切な管理を図ります。 

 

⑶ スマートフォン向けごみ分別アプリケーションの導入 

本市では、平成 30年 10月から「全国ごみの日ナビ」を導入して、市民のごみ排出の支

援を行っています。本アプリは令和７年度末でサービスが終了となりますが、今後も新た

なごみ分別アプリの活用を検討していきます。 

 

 

 

 

⑴ 事業系ごみの適正排出の推進 

本市では、市内事業者に向けた事業系ごみの適正排出ガイドブックを作成しており、新

規事業者や行政指導時に配布することとします。また、ガイドブックに基づき、事業系ご

みの適正排出を促します。 

  

基本方針２ 社会情勢に対応したごみ処理サービスの推進 

基本方針３ 適正処理の推進 
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⑵ ごみ排出時のルールの徹底 

本市では、家庭ごみの収集に際してルール違反のごみに関しては収集せず残置してい

ます。 

残置の際は、ごみ袋又はごみ自体に違反シールを貼付し、違反シール内のチェック項

目で違反の内容を示すことで、排出者の責任意識向上、違反行為の見える化、後出し行

為の判別等を示し、ごみ排出のルールを市民に徹底してもらうよう周知します。 

また、近年ではさらに、リチウムイオン電池のもやせないごみ等への混入は、重大な

事故や災害を招いており、徹底した分別が求められています。 

市は広報等を通じて市民に対し、リチウムイオン電池（モバイルバッテリー等）の適

正な排出方法を周知します。 

 

⑶ 災害廃棄物への対策 

大規模な地震や水害などの緊急の事態に備えて、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を

実施するため平成 31年３月に「北本市災害廃棄物処理計画」を作成しました。必要に応

じて見直すとともに、平時から「北本市災害廃棄物処理計画」に基づいた災害時の体制を

構築します。また、発災時は被害状況に応じてより具体的な「北本市災害廃棄物処理実行

計画」を作成します。 

 

【通常時の取組】 

●災害廃棄物処理図上演習などの職員研修を実施する。 

●必要に応じて災害廃棄物処理計画を改定する。 

●災害廃棄物仮置場の運営に必要な、防護服、防塵マスク、ヘルメット、安全靴等の資

材の確保を行う。 

●業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合でも通常の廃棄物処理

が継続できるよう計画する 

●緊急時は災害廃棄物の処理を産業廃棄物処理事業者に委託することができるため、

産業廃棄物処理施設の情報収集も行う。 

●発災時の仮置場におけるルールや災害廃棄物の排出方法について、ホームページ等

で市民への周知に努める。 

●災害時には家庭に退蔵している処理困難物などがまとめて排出され、円滑な処理の

妨げとなる恐れがあることから、平時から退蔵ごみの適正排出を促す。 
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【発災時の取組】 

●災害の種類や市内の被害情報を収集し、国、県、自衛隊、警察、消防と連携し災害廃

棄物処理を行う。 

●通常の廃棄物処理業務も継続する（平時は土木建設業を行う会社などに廃棄物収集

運搬業務を委託する、資源回収を中断し廃棄物処理を優先させる等を検討する 

●災害廃棄物仮置場を設置、運営管理、環境モニタリングを行う。 

●避難所や下水道使用不能地域が生じた場合、仮設トイレの設置及びその維持管理を

行う。 

 

⑷ 感染症流行時の廃棄物処理対策 

廃棄物処理は国民生活を維持し、経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、安定

的に業務を継続することが求められます。通常時から感染症対策の準備をし、緊急時には

ごみの収集運搬に従事する事業者に対して十分な感染症対策を講じ、また感染症に係る

家庭からのごみは迅速かつ適正に処理することが必要です。 

 

【通常時の取組】 

●委託業者、許可業者及び一部事務組合において感染症が発生し、事業者や事業所単位

で活動不能となった場合の対応策を講じる。 

●防護服、防塵マスク、消毒液など廃棄物処理の継続のために必要不可欠な資材の確保

を行う。 

●業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理について

計画する。 

 

【緊急時の取組】 

●流行した感染症の情報を収集し、国及び県からの通知を踏まえて、廃棄物処理業務を

継続する。 

●職員及び委託業者並びに許可業者等の従業員間で接触者を減らす取組を行う（車両

運転手と助手からなるバディの固定化、在宅勤務の推奨、提出書類の郵送推進、従業

員を一堂に会した朝礼・会議の省略）。 

●市民に対してはごみを排出する際に「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかり縛っ

て封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」「カラス等が好む生ごみと感染性のある他

のごみは袋を分ける」などの周知を行う。 

●公衆衛生を優先し、通常時は資源化しているごみ（布類、紙パック等）を焼却するこ

とを検討する。 
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⑸ 処理困難物への対策 

本市では、市では処理できないごみ（処理困難物）の処理方法をホームページで紹介し

ています。今後も適正な処理を促すため、必要に応じて広報に掲載するなど、市民へわか

りやすい情報提供に努めます。 

特に、生活スタイルの変化や新たな製品の普及により、今までのごみ処理体制では対応

できないごみが生じる可能性があります。こうしたごみの中には適正処理されないこと

で生活環境の保全上問題になることや、中間処理施設に深刻な影響を与えるものがある

と考えられます。そのため、処理困難廃棄物の情報を収集する必要があります。また、県、

県内市町村及び埼玉県清掃行政研究協議会と連携及び情報交換します。 

 

 

 

 

⑴ ごみ処理手数料 

本市の事業所から排出され、埼玉中部環境センターに搬入されるごみに関して、一般廃

棄物は、10kg当たり 180円、産業廃棄物は、10kg当たり 20円の手数料を排出者から徴収

しています。 

また、家庭ごみは主に粗大ごみから１点最大 1,500円の手数料を徴収しています。 

 

⑵ ごみ処理有料化 

ごみ処理有料化の主な目的は、費用負担を軽減しようとするインセンティブ（動機づけ）

が排出抑制につながり、排出量に応じた負担の公平化及び意識改革が見込まれるためで

す。今後も取組を継続しながら、ごみの減量目標の達成状況も勘案し、その他の家庭ごみ

の有料化についても検討していきます。 

  

基本方針４ 廃棄物処理の費用負担軽減 
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国は、家庭系ごみ有料化の導入を推進しています。環境省の調査では、平成 30 年度にお

ける全国の有料化実施状況について、家庭系可燃ごみの有料化を導入している市町村は、全

体で 63.5％であり、人口規模が小さいほど有料化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典］令和２年度一般廃棄物会計基準改訂等業務報告書（令和 3年 3 月） 

 

埼玉県の令和５年度における有料化実施状況（一般廃棄物処理実態調査より）について、

家庭系可燃ごみの有料化を導入している市町村が 10 件、導入していない（無料）市町村が

53件となっており、導入率は約 15.9％となっています。（県内の導入自治体：秩父市、加須

市、蓮田市、幸手市、白岡市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、杉戸町） 

 

ῦģŎ ͯĽĮŐĽΞ  

ごみ有料化による減量効果は高く、減量化により焼却処理量も大きく減るため温室効果ガ

ス削減効果にも大きく寄与します。ただし、有料化を進めるにあたり、市民・事業者に費用

を負担していただく必要があります。 

このようなことから、一定の減量化効果が見込まれますが、すぐに実施することは難しい

施策になるため、先進事例や周辺自治体の動向、ごみの減量目標の達成状況も踏まえ、有料

化の導入について検討していきます。 

  

家庭系可燃ごみの有料化状況（平成 30 年度） 
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第４章 食品ロス削減推進計画 

第１節 食品ロス削減推進法の概要 

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進することを目的として、令和

元年 10月 1日に「食品ロス削減推進法」が施行されました。同法では、令和 12(2030)年度

において、平成 12年度と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量いずれも半減できる

よう取組を推進することを目標と定めています。食品ロス削減推進法の概要及び食品ロス

削減目標を、以下に示します。 

 

表 4- 1 食品ロス削減推進法の概要 

国 の 責 務 食品ロス削減に関する施策の策定・実施 

地 方 公共 団体 の責 務 
国及び他の地方公共団体と連携し、その地域特性に応じた施

策を策定・実施する 

事 業 者 の 責 務 
国または地方公共団体が実施する施策に協力し、食品ロス削

減に積極的に取り組む 

消 費 者 の 責 務 
食品ロス削減についての理解と関心を深め、食品の購入・調理

の方法を改善する等により食品ロス削減に自主的に取り組む 

食品ロス削減推進月間 
食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス

削減月間（10月）を設ける 

 

出典：「食品ロス削減関係参考資料（令和 7 年 6 月 27 日版）」消費者庁消費者教育推進課 

食品ロス削減推進室 

図 4- 1 食品ロス削減目標  
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第２節 食品ロスの現状 

１ 食品ロスを取り巻く情勢及び課題 

⑴ 食品ロスとは 

食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられる食品のことを指し、一般家庭における食

べ残し、過剰除去、直接廃棄の家庭系食品ロスと、食品関連事業者における規格外品、返

品、売れ残り、食べ残し等の事業系食品ロスに分類されます。 

 

⑵ 食品ロス問題 

日本における食品ロス量を以下に示します。日本における食品ロス量は、年間約 464万

Ʃ（農林水産省及び環境省における令和 5年度推計）であり、国民１人当たりに換算する

と 37kgになると言われています。このうち、家庭系食品ロス量は 233万Ʃ、事業系食品

ロス量は 231万Ʃであり、食品ロス削減には事業者、家庭双方の取組が必要であることが

わかります。 

 

出典：「食品ロス削減関係参考資料（令和 7 年 6 月 27 日版）」消費者庁消費者教育推進課 

食品ロス削減推進室 

図 4- 2 日本における食品ロス発生量 

ῦ食品ロスの種類 

家庭からの食品ロスの要因は、料理を

作りすぎたりして残る「食べ残し」、野菜

の皮や茎など食べられるところまで切っ

て捨ててしまう「過剰除去」、未開封のま

ま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」が

あります。 

出典：政府広報オンライン 
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⑶ 本市における食品ロスの推計 

県では、令和元年 11月に県内自治体と連携して「家庭の食品ロス排出実態調査」を実

施し、家庭などから排出される可燃ごみに占める食品ロスの割合を調査しました。これま

でに調査を行った県内自治体の可燃ごみに占める食品ロスの割合は、さいたま市が 3.7％、

加須市が 4.8％、草加市が 7.3％、川越市が 8.3％、越谷市が 8.5％、熊谷市が 6.3％、飯

能市では 4.4％がそれぞれ食品ロスとなっていることがわかり、平均では 6.18％となっ

ています。 

環境保全組合では、毎年可燃ごみの組成調査を実施しています。本市を含めた 2市 1町

の令和 2年から令和 6年度までの可燃ごみの組成平均は、「紙・布類」が最も多く 53.7％、

次いで「厨芥類」が多く 16.1%、「合成樹脂類」が 13.3％、「木・竹類」が 12.5％、「その

他」が 3.0％、「不燃物」が 1.3％となります。 

県平均数値から、令和 6年度における本市の可燃ごみ中の約 828Ʃが「まだ食べられる

のに捨てられてしまう食品」つまり「食品ロス」と推計されます。この数字は可燃ごみ全

体の約 6％にあたり、可燃ごみ中の「食品廃棄物」の 38.3％にあたる数値です。 

 

表 4- 2 環境保全組合の可燃ごみ組成調査結果 

 

 

表 4- 3 食品ロスの推計重量 

 

注）1 もやせるごみの重量は一般廃棄物処理実態調査（環境省）の数値を用いた。 

注）2 出典：食品廃棄物の重量は「埼玉中部環境センターの概要（令和 2 年度～令和 6 年度）」の組成調

査結果（「厨芥類」表記の割合）の平均値 16.13％をもやせるごみの数量に乗じた。湿ベースでの数

字となる。 

注）3 食品ロスの推計重量は「埼玉県食品ロス削減推進計画（令和 2 年度）」調査による県平均数値 6.18％

をもやせるごみの数量に乗じた。湿ベースでの数字となる。 

 

  

単位 R2 R3 R4 R5 R6 平均値

紙・布類 ％ 50.96 47.72 52.71 56.92 60.05 53.67

合成樹脂類 ％ 11.22 16.16 10.23 16.95 12.12 13.34

木・竹類 ％ 17.5 9.46 16.23 6.09 13.43 12.54

厨芥類 ％ 14.27 21.48 15.69 18.16 11.07 16.13

不燃物 ％ 1.13 1.2 1.97 0.76 1.37 1.29

その他 ％ 4.92 3.98 3.17 1.12 1.96 3.03

合計 ％ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -

単位 R2 R3 R4 R5 R6

もやせるごみ Ʃ/年 14,205 14,173 13,884 13,987 13,399

食品廃棄物 Ʃ/年 2,291 2,286 2,239 2,256 2,161

うち食品ロスの推計重量 Ʃ/年 878 876 858 864 828



60 

 

⑷ 数値目標の達成状況 

前計画で設定された、食品ロスに係る目標を以下に示します。 

 

表 4- 4 前計画における数値目標 

 基準数値 

（平成 30年度） 

目標数値 

（令和７年度） 

食品廃棄物 2,344Ʃ 
1,875Ʃ 

(H30比 20％減） 

食品ロス 798Ʃ 
720Ʃ 

（H30比 9.8％減） 

 

前計画における目標達成状況について、食品廃棄物の目標が 1,875Ʃであるのに対し令

和 6年度では 2,161Ʃと推定され、目標を達成できないことが見込まれます。 

また、食品ロスの目標が 720Ʃに対し、令和 6年度では 828Ʃと推定され、目標を達成

できないことが見込まれます。 

 

表 4- 5 前計画における達成状況 

 

  

目標 実績(R6) 評価

① 食品廃棄物 0+764Ʃ 1+050Ʃ×

② 食品ロス 61/Ʃ 717Ʃ ×

R7
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第３節 食品ロス削減推進計画の基本方針と目標 

１ 基本理念及び基本方針 

本計画では「第三次北本市環境基本計画」の望ましい環境像を基本理念に掲げ、基本理念

を実現するための合言葉と３つの基本方針を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本 

 

食品ロスを含めた食品廃棄物は、子どもから大人まですべての人が日常生活において継

続的に発生させています。そのため、子ども を含めた広く市民に食品ロスとその削減効果

を 啓発する ことで、国民運動としての食品ロス削減を後押しします。 

基本方針１ 国民運動としての食品ロス削減への理解促進 

 

食品ロスを含めた食品廃棄物削減を推進する団体、消費者、事業者等の具体的行動を支

援します。そのため、市民に生ごみ処理機器購入費補助金により食品廃棄物のたい肥化を

推進するほか、飲食の際の「食べきり」を推奨します。事業者の食品廃棄物リサイクルの

試みを促します。 

基本方針２ 食品廃棄物 削減に向けた具体的行動を支援 

 

食品廃棄物のリサイクルとしては飼料化、肥料化等が可能ですが、食品ロスは未利用食

品であり、その性状、種類によってはフードバンク・フードドライブ等での活用が可能で

す。そのため、市民がより気軽に未利用食品を提供できるよう市は情報発信します。 

基本方針３ 未利用食品の活用法を検討 

【計画実現のための合言葉】 

「もったいない！」が地球をすくう！ 
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２ 数値目標 

本計画では、前計画における目標が達成できてないことから、引き続き令和 17年度にお

いても「埼玉県食品ロス削減推進計画」における目標を引き継ぎ、令和 17年度までに食品

ロスの量を平成 30年度推計値の 798Ʃから 78Ʃ（9.8%）削減し、720Ʃとすることを目標と

します。そのために食品廃棄物の数量を平成 30年度実績の 2,344Ʃから 469Ʃ（20%）削減

することを目標とします。 

 

 基準数値 

（令和 6 年度） 

目標数値 

（令和 17年度） 

食品廃棄物 2,161Ʃ 
1,875Ʃ 

(H30比 20％減） 

食品ロス 828Ʃ 
720Ʃ 

（H30比 9.8％減） 

 

第４節 食品ロス削減推進計画の施策 

１．食品ロス削減推進計画に関する施策 

⑴ 食品ロスについての理解促進 

「食品ロス」を含めた食品廃棄物は、子どもから大人まですべての人が日常生活におい

て継続的に発生させています。「食品ロス」の削減は、廃棄物処理量・最終処分量の減量

のみならず、温室効果ガス・水資源の使用量削減効果等の環境負荷低減効果も見込まれま

す。さらに、厨芥類は 80％程度の水分を含んでいるといわれており、食品ロスを削減す

ることで水分を減らせるため、ごみ焼却施設への負担を減らすことが可能です。 

そのため、出前講座等を活用して子どもを含めた広く市民に食品ロスとその削減効果

を訴えることで、国民運動としての食品ロス削減運動を後押しします。 

具体的には、市のホームページや広報を活用した食品ロス削減の周知・啓発、市内小・

中学校の児童生徒に対する「食品ロス」を題材としたポスター・標語の作成等を通じた環

境学習機会の提供を行います。 
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⑵ 食品廃棄物（生ごみ）の削減に向けた具体的行動を支援 

消費者、事業者等の食品廃棄物（生ごみ）削減に向けた具体的行動を支援することで「食

品廃棄物（生ごみ）」中の「食品ロス」を削減します。 

市は、食品リサイクル法に基づき、環境保全組合以外の民間施設に食品廃棄物のリサイ

クル（飼料・肥料等）をしようとする食品関連事業者（食品製造業、食品小売業、外食産

業）に対して、廃掃法に基づく必要な手続きを行います。 

市民に対しては、生ごみ処理機器購入費補助金やダンボールコンポストの普及啓発に

より食品廃棄物の堆肥化を推進します。また、飲食の際の「食べきり」を推奨します。 

また、消費期限・賞味期限の正しい意味を理解することも食品ロスの削減に付与すると

考えられることから、ポスターや広報で市民に周知します。 

 

⑶ 未利用食品の活用法を検討 

食品廃棄物は飼料・肥料としてのリサイクルが可能ですが、食品ロスはその性状、種類

によってはフードバンク・フードドライブ等での利活用も可能です。市はこれら未利用食

品の利活用法の検討及び情報発信をします。 

また、事業者と連携し、「てまえどり」や「3010運動」を推進し、食品ロス削減を推進

します。 

 

⑷ 国・県の調査事業への協力 

環境省及び県では、食品ロスの実態把握及び効果的な施策を検討するにあたり、各自治

体で可燃ごみの組成調査などの調査を行っています。 

本市においても、「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」

（令和 6年 10月）に基づき、家庭から排出される食品廃棄物に占める食品ロス調査の実

施を検討します。 

 

ẏ事業者と連携した食品ロス削減対策                       

消費者の日頃のお買い物の中で、購入し

てすぐに食べる場合に、商品棚の手前にあ

る商品等、販売期限の迫った商品を積極的

に選ぶ「てまえどり」については、販売期

限が過ぎて廃棄されることによる食品ロス

を削減する効果が期待されます。 

また、宴会の時の食品ロスを減らすため

のキャンペーンとして「3010（さんまるい

ちまる）運動」が呼びかけられています。

乾杯からの 30分間とお開き前の 10分間は 

自分の席で料理を楽しみ、食べ残しを減らそうと呼び掛けることから「3010 運動」と

名付けられました。 

  

出典：環境省ホームページ 
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第５章 生活排水処理基本計画 

第１節 基本事項 

１ 生活排水処理の現状 

⑴ 生活排水処理フロー 

生活排水とは、台所や風呂などから出される生活雑排水と、便所のし尿のことを指し、

一般廃棄物として扱われます。公衆衛生の維持と公共用水域の水質汚濁防止のため、これ

ら生活排水を適正に処理することが必要です。 

水質汚濁の発生源には、工場、農地、養魚場、畜産場といった事業場と、生活雑排水を

出す住宅やオフィスなどのほか、自然界の現象もあります。その中でも未処理で放流され

る生活雑排水は、汚濁要因の大きな割合を占めることから、全国で処理施設の整備が続け

られています。 

本市の生活排水処理の流れは以下に示すとおりです。また、生活排水処理の主体は表 5-

1に示すとおりであり、公共下水道は埼玉県の荒川左岸北部流域下水道の元荒川水循環セ

ンターで処理し、し尿及び浄化槽汚泥は北本地区衛生組合のクリーンセンターあさひで

処理しています。 

 

 

※し尿残さ（し尿夾雑物及び脱水汚泥） 

図 5- 1 生活排水処理の流れ 
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表 5- 1 生活排水処理の主体 

施設 対象となる生活排水 処理主体 

公共下水道 

（荒川左岸北部流域下水道、元荒

川水循環センター：終末処理） 

し尿、生活排水雑排

水、工場排水 

埼玉県 

合併処理浄化槽 し尿・生活雑排水 個人等 

単独処理浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 

（クリーンセンターあさひ） 

し尿・浄化槽汚泥 北本地区衛生組合 

（北本市、鴻巣市、宮代町、

吉見町） 

 

なお、生活排水処理施設の種類には、一般に以下に示すものがあります。 

本市では、流域下水道と浄化槽設置整備事業により生活排水処理施設の整備を進めてい

ます。 

 

表 5- 2 生活排水処理施設の概要 

 

  

内容 所管

2つ以上の市町村にまたがる下水道の根幹的施

設（処理場、幹線管渠等）を都道府県が建設管

理するもの

公共下水道

（単独及び流域関連）

主に住宅密集地に整備するもの、計画人口に制

限はない

特定環境保全

公共下水道

農山漁村や自然保護地域に整備するもの、計画

人口は1,000～10,000人程度、但し、1,000人

未満には簡易なものを整備できる

農業集落排水施設
農業振興地域内に整備するもの、概ね20戸以上

かつ1,000人程度の集落が対象となる

漁業集落排水施設 漁港の背後集落に整備するもの

林業集落排水施設
中山間要綱に規定する特定市町村等が区域内に

整備するもの

簡易排水施設
山村振興地域等に整備するもの、計画規模は3

～20戸

小規模集合排水処理施設
市町村が整備する集合処理施設、計画規模は10

～20戸

農林水産省・総務

省・環境省

市町村が整備する集合処理施設、計画規模は

101人～30,000人
環境省

浄化槽設置

整備事業

下水道事業計画区域の外において個人が設置す

る

浄化槽市町村

整備推進事業
市町村が設置整備する

個別排水処理施設

整備事業

集合処理区域の周辺区域や浄化槽市町村整備推

進事業対象地域等に整備する
総務省

国土交通省

農林水産省

環境省

施設

公共下水道

流域下水道

コミュニティ・プラント

（地域し尿処理施設）

合併処理

浄化槽
個別処理

集合処理
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⑵ 生活排水処理形態別人口の推移 

本市の生活排水処理形態別人口は、以下のとおりです。 

水洗化・生活雑排水処理人口は、令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間で増加して

いますが、生活排水処理率は微増傾向で推移しています。令和 6 年度で 80.9％となって

おり、生活排水の衛生的な処理が推進されています。 

（※人口は各年度末時点のもの） 

 

表 5- 3 生活排水処理形態別人口の推移 

 
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 5- 2 生活排水処理形態別人口の推移 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人 66,468 66,230 65,920 65,798 65,613 65,408 65,109

（水洗化・生活雑排水処理人口） 人 52,869 52,778 52,577 52,593 52,669 52,684 52,664

合併処理浄化槽人口 人 3,692 3,703 3,703 3,703 3,769 3,901 3,979

合併処理浄化槽基数 基 1,943 2,031 2,108 2,175 2,273 2,339 2,397

公共下水道人口 人 49,177 49,075 48,874 48,890 48,900 48,783 48,685

公共下水道接続率 ％ 74.0 74.1 74.1 74.3 74.5 74.6 74.8

人 10,677 10,684 10,607 10,511 10,295 10,087 9,859

単独処理浄化槽基数 基 3,564 3,538 3,509 3,477 3,447 3,428 3,420

人 90 144 144 144 144 144 144

人 2,832 2,624 2,592 2,550 2,505 2,493 2,442

生活排水処理率 ％ 79.5 79.7 79.8 79.9 80.3 80.5 80.9

区分 単位

人口

（水洗化・生活雑排水未処理人口）

　単独処理浄化槽人口

（非水洗化・生活雑排水未処理人口）

　し尿収集人口

不明

実績

66,468 66,230 65,920 65,798 65,613 65,408 65,109

79.5 79.7 79.8 79.9 80.3 80.5 80.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(%)(人）

公共下水道人口 合併処理浄化槽人口 単独処理浄化槽人口

し尿収集人口 不明 生活排水処理率
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⑶ 合併処理浄化槽設置数の推移 

本市の合併処理浄化槽設置数の推移は、以下のとおりです。 

平成 30年度から令和 6年度までの 7年間で 454基増加し、令和 5年度から令和 6年度

にかけては 58基（設置届 8基、新設 50基）増加しました。 

 

表 5- 4 合併処理浄化槽の推移 

 

 

図 5- 3 合併処理浄化槽の推移 

 

  

単位 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

合併処理浄化槽 基 1,943 2,031 2,108 2,175 2,273 2,339 2,397

うち設置数 基 83 76 84 72 102 67 58
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⑷ し尿・浄化槽汚泥収集量の推移 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量は、以下のとおりです。 

増減はありますが概ね横ばいであり、令和 6年度ではし尿量が 259kL、浄化槽汚泥量が

5,155kLとなりました。 

 

表 5- 5 し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 

 
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

図 5- 4 し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/年 5,364 5,091 5,351 5,165 5,422 5,342 5,414

し尿量 kL/年 355 350 322 288 323 282 259

浄化槽汚泥量 kL/年 5,009 4,741 5,029 4,877 5,099 5,060 5,155

1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/日 14.7 13.9 14.7 14.2 14.9 14.6 14.8

し尿量 kL/日 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7

浄化槽汚泥量 kL/日 13.7 13 13.8 13.4 14.0 13.8 14.1

一人1日当たりのし尿量 L/人・日 10.81 6.64 6.13 5.48 6.15 5.35 4.93

一人1日当たりの浄化槽汚泥量 L/人・日 0.96 0.90 0.96 0.94 0.99 0.99 1.02

区分 単位
実績

355 350 322 288 323 282 259

5,009 4,741 5,029 4,877 5,099 5,060 5,155

5,364
5,091

5,351 5,165
5,422 5,342 5,414

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(kL/年）

し尿量 浄化槽汚泥量
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２ 各種生活排水処理施設の関連計画の把握 

荒川左岸北部流域下水道事業の概要を以下に示します。熊谷市、行田市、鴻巣市、桶川市、

北本市の 5 市を対象とし、全体計画区域は 15,768ha、全体計画処理人口は 434,300 人、全

体計画汚水量は 233,100ｍ3/日(日最大)です。 

令和 5年度末現在における整備済み面積は約 5,638ha、処理人口普及率は約 78%となって

います。終末処理施設である元荒川水循環センターは桶川市に位置し、標準活性汚泥法及び

凝集剤添加嫌気無酸素好気法によって処理しています。今後、流域関連市の整備拡大及び流

入水量の増加状況を考慮しながら施設を増設していくとともに、閉鎖性水域である東京湾

への窒素・りんの流出量低減を主目的とした既存施設の高度処理化（全体計画では嫌気無酸

素好気法）を進めていく予定です。 

 

表 5- 6 荒川左岸北部流域下水道事業の概要 

対象市 
熊谷市、行田市、鴻巣市、 

桶川市、北本市 

排除方式 分流式 

事業着手年度 昭和 46年度 

供用開始年度 昭和 56年度 

全体計画目標年度 令和 6年度 

全体計画面積 15,768ha 

全体計画処理人口 434,300人 

全体計画汚水量 233,100ｍ3/日(日最大) 

注)事業着手年度は、流域下水道としては昭和 46 年度だが、北本市は昭和 49 年度。 

出典：埼玉の下水道 2024 

 

荒川左岸北部流域関連北本公共下水道（以下「流域関連公共下水道」という。）の概要は

表 5-7 に示すとおりであり、全体計画の計画区域は 943ha、計画処理人口は 38,100 人、計

画汚水量は 25,460ｍ3/日(日最大)です。事業計画区域を図 5-5に示します。 

今後、整備区域内の未接続世帯等に対し、公共下水道への接続を求め、完全水洗化を進め

ていくこととしています。 
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表 5- 7 流域関連公共下水道事業の概要 

項目 全体計画 事業計画認可 

計画目標年次又は事業計画期間 令和 31年度 令和 12年度 

計画区域（ha） 943.0 723.9 

計画人口（人） 38,100 45,570 

計画汚水量 

（ｍ3/日） 

生活排水 12,770（日平均） 

16,010（日最大） 

23,060（時間最大） 

15,260（日平均） 

19,150（日最大） 

27,570（時間最大） 

工場排水 1,200（日平均） 

1,200（日最大） 

2,400（時間最大） 

770（日平均） 

770（日最大） 

1,540（時間最大） 

地下水 55 55 

計 13,970（日平均） 

17,210（日最大） 

25,460（時間最大） 

16,030（日平均） 

19,920（日最大） 

29,110（時間最大） 

出典：荒川左岸北部流域関連北本公共下水道事業変更協議申出書（令和６年度） 

 

なお、市街化調整区域の下水道接続が困難な地域における単独処理浄化槽の世帯及びく

み取り世帯に対しては、合併処理浄化槽の設置補助を行い、完全水洗化を目指します。 

  



71 

 

 
図 5- 5 流域関連公共下水道区域 
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３ 水環境の現状 

生活排水が影響して河川水質の汚濁が進行している場合には、生活排水処理施設の整備

が急がれます。そこで、水質保全の面から生活排水処理の整備手法を検討するため、水環境

の現状として公共用水域の水質について整理を行います。 

 

⑴ 市内用水路等の水質調査結果 

本市では、図 5-6に示す 8地点で毎年水質調査を行っています。各年の調査時期は、令

和 2・4・6年度は夏季に実施、令和 3・5年度は冬季に実施しました。これらの水質調査

結果より、ＢＯＤ※１の経年変化を表 5-8及び図 5-7に示します。 

なお、各地点は環境基準類型の指定がされていないため、水質の評価は近傍河川の類型

に該当する環境基準値により行いました。 

 

出典：令和 4 年度版環境の現状と推移（北本市ホームページ） 

図 5- 6 市内用水路等の水質調査結果 

※１：ＢＯＤとは水の汚れ度合いを表す指標の一つで、微生物が水中の有機物を分解するために必要とす

る酸素の量を示しており、数値が大きいほど水が汚れていることを示している。 
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ＢＯＤの過去５年間の状況を見ると、荒川の高尾橋地点（Ａ類型：基準値 2.0mg/L）では

最大でも 1.7mg/Lであり、基準を超過していません。一方で市内の用水路では、谷田用水路

の宮内４地点（①）では最大が 8.4mg/L、朝日 1地点（②）では最大が 7.3mg/Lであり、Ｃ

類型の基準値 5mg/Lを超過しています。 

また、江川（勝林水路）の下石戸上地点（⑥）で最大 10.0mg/Lで超過するなど、年度に

よっては高い値となっています。その他の地点では、多少ばらつきはあるものの直近の令和

６年度では、A類型の基準値を超過していません。 

 

表 5- 8 河川・水路におけるＢＯＤの推移 

（単位：mg/L） 

 

注)荒川の高尾橋は環境基準点ではないが、荒川はＡ類型に指定されていることから、これを比較する類型

とした。ＢＯＤの基準値は 2.0mg/L。 

注)市内の用水路は類型指定されていないが、元荒川や綾瀬川がＣ類型（基準値 5.0mg/L）であることから、

これを比較する類型とした。 

 

図 5- 7 河川・水路におけるＢＯＤの推移  

梅沢水路 城ヶ谷堤下水路 荒川

宮内4 朝日1 中丸8 本町8 本町4 下石戸上 桜堤 高尾橋

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

比較する類型 C C C A A A A A

基準値 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

R2 0.5 0.8 1.6 0.5 1.8 1.2 1.3 1.4

R3 2.5 3.7 3.5 3.0 0.9 10.0 5.6 1.2

R4 1.3 1.7 1.7 1.3 0.5 1.6 1.9 1.6

R5 8.4 7.3 3.0 5.4 1.8 3.3 1.7 1.7

R6 1.3 1.0 1.5 1.0 0.8 1.1 1.2 1.2

谷田川用水路 江川（勝林水路）

利根川水系 荒川水系
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⑵ 近傍河川の水質調査結果 

埼玉県内の河川における生活環境の保全に関する環境基準は、図 5-8 に示すように類

型別に設定されており、各地点でＢＯＤ等の水質環境基準値が設定されています。 

本市の行政区域内には環境基準点が設定されていないため、近傍の河川における水質

基準達成状況を整理し表 5-9に示します。各地点について過去 5年間のＢＯＤをみると、

荒川中流の開平橋、元荒川の八幡橋は、ともに良好な水質で安定しています。 

 

表 5- 9 近傍河川の環境基準点における水質状況 

（単位：BODmg/L（日間平均の 75％値）） 

 

※1：元荒川八幡橋は、水域の評価を行う環境基準点には設定されていない補助地点であるが、近傍での調

査結果として記載した。 

 

  

令和2年度 1.1 〇 3.7 〇

令和3年度 1.1 〇 3.7 〇

令和4年度 1.2 〇 2.1 〇

令和5年度 1.2 〇 2.6 〇

令和6年度 1.3 〇 3.0 〇

河川 荒川 元荒川

環境基準点 開平橋 八幡橋※1

環境基準 2.0mg/L 5.0mg/L

ＢＯＤ

75％値実績

環境基準類型 Ａ Ｃ

達成期間 イ ハ



75 

 

 

  

出
典

：
埼

玉
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
環

境
基

準
（

水
質

）
と

環
境

基
準

」
 

図
5-

8 
埼

玉
県

内
の

類
型

指
定

状
況

（
河

川
・

一
般

項
目

）
 



76 

 

第２節 生活排水処理基本計画 

１ 基本理念及び基本方針 

本計画では、「第三次北本市環境基本計画」の望ましい環境像を基本理念に掲げ、基本理

念を実現するための 2つの基本方針を次のように定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本 

 

下水道整備区域の世帯に対し、下水道施設への完全接続を目指します。また、下水道整

備区域外において、くみ取り又は単独処理浄化槽を設置している世帯に対し、合併処理浄

化槽の設置を推進します。 

基本方針１ 下水道への接続を推進及び合併処理浄化槽設置の推進 

 

浄化槽の設置世帯に対し、法令に基づいた浄化槽の適正管理を徹底することを指導し、

適正処理を推進します。また、し尿及び浄化槽汚泥は、今後も引き続き、衛生組合におい

て適正な共同処理を推進します。 

基本方針２ し尿及び浄化槽汚泥における適正処理の推進 
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２ 生活排水処理の目標 

⑴ 生活排水処理率の数値目標 

本計画では、引き続き、生活排水処理率を100％とすることを目指すこととします。 

 

表5- 10 生活排水処理率の目標 

 

 

表5- 11 生活排水処理形態別人口の内訳 

 

 

表5- 12 合併処理浄化槽基数及び単独処理浄化槽基数 

 

単位
令和６年度

（実績）

令和12年度

（中間目標）

令和17年度

（計画目標）

％ 80.9 91.3 100.0生活排水処理率

人 65,109 62,038 58,523

（水洗化・生活雑排水処理人口） 人 52,664 56,641 58,523

合併処理浄化槽人口 人 3,979 6,887 8,954

公共下水道人口 人 48,685 49,754 49,569

下水道接続率 ％ 74.8 80.2 84.7

人 9,859 4,274 0

人 144 65 0

人 2,442 1,058 0

令和17年度

（計画目標）

人口

（水洗化・生活雑排水未処理人口）

　単独処理浄化槽人口

（非水洗化・生活雑排水未処理人口）

　し尿収集人口

不明

令和12年度

（中間目標）
区分 単位

令和６年度

（実績）

合併処理浄化槽 基 2,397 4,146 5,390

設置比率 ％ 41.2 70.6 100.0

単独処理浄化槽 基 3,420 1,726 0

設置比率 ％ 58.8 29.4 0

区分 単位
令和６年度

（実績）

令和12年度

（中間目標）

令和17年度

（計画目標）



78 

 

 

図5- 9 生活排水処理形態別人口の内訳 
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⑵ し尿・浄化槽汚泥収集量見込み 

し尿及び浄化槽汚泥を推計した結果を以下に示します。し尿及び浄化槽汚泥収集量の

合計は、中間目標年度である令和12年度には4,272kL/日、計画目標年度である令和17年度

には3,343kL/日となると見込まれます。 

 

表5- 13 し尿・浄化槽汚泥収集量見込み 

 

 

図5- 10 し尿・浄化槽汚泥収集量見込み 

 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/年 5,414 4,272 3,343

し尿量 kL/年 259 117 0

浄化槽汚泥量 kL/年 5,155 4,155 3,343

1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/日 15 11.7 9.1

し尿量 kL/日 0.7 0.3 0.0

浄化槽汚泥量 kL/日 14.1 11.4 9.1

一人1日当たりのし尿量 L/人・日 4.93 4.93 4.93

一人1日当たりの浄化槽汚泥量 L/人・日 1.02 1.02 1.02

区分 単位
令和６年度

（実績）

令和12年度

（中間目標）

令和17年度

（計画目標）
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図 5- 11 北本市浄化槽整備区域図  

טּ ╓ 
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図 5- 12 北本市生活排水処理基本計画図 

טּ ╓ 
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３ 生活排水処理の目標達成に向けた施策 

⑴ 公共下水道等への早期接続 

小型マンホールの使用やマンホールの最大間隔の延伸により、下水道整備区域の世帯

に対し、下水道施設への接続を促し、水洗化率の向上を図ります。 

また、未普及家屋に対しては、個別訪問を行い公共下水道への接続に努めます。 

 

⑵ 単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換 

平成12年度の浄化槽法の改正により、浄化槽の新規設置においては、合併処理浄化槽

の設置が義務づけられています。 

また、令和2年4月1日にも浄化槽法の一部改正が施行され、「単独処理浄化槽の転

換」と「浄化槽の管理の向上」を同時に実現することが必要とされています。 

単独処理浄化槽が設置されている家庭については、浄化槽の老朽化による故障等も懸

念されるため、環境負荷の低い合併処理浄化槽への転換を推進します。 

 

⑶ 浄化槽の適正管理指導 

適切な維持管理がなされていない浄化槽は、処理能力の低下が懸念され、十分に処理

されていない排水が公共用水域に排出され水質汚濁の要因となります。浄化槽の維持管

理は浄化槽管理者（浄化槽の設置者＝家主、事業主）の責任の下で行うことが浄化槽法

等で義務づけられているため、浄化槽管理者等に対し、適正な保守点検・清掃の実施、

法定検査の受検等の重要性を理解・浸透させていきます。 

 

⑷ 水質汚濁への対策 

行政・市民・事業者におけるそれぞれの施策を、以下に示します。水質汚濁への理解

を深め、各主体で取り組んでいくこととします。 

 

表5- 14 各主体の取組 

主体 施策 

行政における施策 事業者への適正排水の指導、監視 

普及啓発活動 

市民における施策 市の普及啓発活動への参加 

台所、洗濯時、風呂での対策 

事業者における施策 適切な排水管理、処理（水質汚濁法の遵守） 

 

４ 収集・運搬計画 

公共下水道等の整備に伴い、水洗化人口が増加する一方、し尿及び浄化槽汚泥の収集・

運搬の減少が予想され、収集・運搬効率の低下が想定されます。今後は、収集・運搬体制

の効率化について検討していくことが必要となるものと考えられます。 
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⑴ 収集・運搬体制の主体 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬については、許可業者による収集・運搬を行ってい

くものとします。 

 

⑵ 収集対象区域 

収集対象区域については、市全域とします。 

 

⑶ 収集・運搬の方法 

本市におけるし尿及び浄化槽汚泥量については、ともに減少していくと考えられるた

め、当該排出量について常に把握しつつ、より合理的な収集・運搬体制を確立するため、

適宜検討を行っていくものとします。 

 

５ 中間処理計画 

⑴ 合併処理浄化槽 

公共下水道等の集合処理施設の整備されていない地域については、単独処理浄化槽世

帯に対し、合併処理浄化槽への転換を推進します。また、非水洗化世帯に対しては合併

処理浄化槽の設置の必要性について意識啓発を行っていきます。 

 

⑵ 公共下水道 

公共下水道の整備を推進し、当該整備地域内の市民に対し、公共下水道への接続を推

進します。 

 

⑶ 汚泥等処理施設 

本市では、し尿汲み取り世帯及び浄化槽設置世帯から排出されるし尿及び浄化槽汚泥

は、衛生組合において広域処理を行っています。 

今後も、衛生組合による処理を継続していくものとします。 

 

６ 最終処分計画 

本市では、し尿及び浄化槽汚泥を処理したのち、最終処分場に埋立を行っています。 

今後も継続して衛生組合による埋立を継続していくものとします。 
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資料１ ごみ処理システムによる類似市町村の評価 

 

人口
人口一人一日当たり

ごみ排出量

廃棄物からの資源回

収率（RDF・セメン

ト原料化等除く）

廃棄物のうち最終

処分される割合

人口一人当たり年間

処理経費

最終処分減量に要す

る費用

（人） （kg/人・日） （Ʃ.Ʃ) （Ʃ.Ʃ） （円/人・年） （円/t ）

北海道室蘭市 76,941 1.12 0.21 0.068 14,257 36,261

北海道千歳市 98,015 1.083 0.236 0.206 9,524 22,861

北海道恵庭市 70,387 0.695 0.386 0.159 17,309 74,245

北海道北広島市 56,950 0.866 0.207 0.697 13,972 90,610

北海道石狩市 57,760 0.878 0.177 0.137 15,756 56,772

岩手県滝沢市 54,988 0.823 0.217 0.039 19,001 63,658

宮城県塩竈市 52,134 1.012 0.11 0.116 12,247 35,201

宮城県名取市 79,690 0.868 0.179 0.083 13,303 45,411

宮城県多賀城市 62,204 0.849 0.102 0.14 8,682 30,541

宮城県富谷市 52,268 0.888 0.138 0.148 8,218 22,493

茨城県龍ケ崎市 75,635 0.877 0.169 0.049 15,099 49,252

茨城県牛久市 84,117 0.884 0.195 0.068 15,785 49,353

茨城県守谷市 70,580 0.73 0.174 0.023 11,717 43,304

茨城県那珂市 53,556 0.892 0.112 0.123 12,383 38,437

茨城県つくばみらい市 53,402 0.666 0.151 0.023 7,380 29,377

埼玉県行田市 78,425 0.917 0.079 0.01 9,758 24,440

埼玉県秩父市 58,474 0.982 0.176 0.025 10,850 26,821

埼玉県飯能市 78,446 0.771 0.213 0 13,507 47,344

埼玉県東松山市 91,018 0.843 0.188 0.08 13,243 45,182

埼玉県蕨市 75,523 0.722 0.221 0.044 12,728 45,861

埼玉県志木市 76,454 0.703 0.289 0.036 12,144 45,046

埼玉県和光市 84,864 0.706 0.236 0.04 12,405 48,772

埼玉県桶川市 74,571 0.663 0.348 0.038 16,559 67,551

埼玉県北本市 65,462 0.769 0.169 0 12,538 44,370

埼玉県八潮市 92,846 0.886 0.154 0.054 9,916 28,326

埼玉県蓮田市 61,322 0.717 0.205 0.024 11,803 44,947

埼玉県坂戸市 99,572 0.707 0.184 0.037 13,726 50,298

埼玉県鶴ヶ島市 70,106 0.731 0.162 0.057 9,656 34,415

埼玉県日高市 54,456 0.82 0.151 0.003 15,965 50,402

埼玉県吉川市 72,731 0.843 0.176 0.082 9,285 27,309

埼玉県白岡市 52,658 0.738 0.202 0.024 12,418 45,887

千葉県茂原市 86,800 1.005 0.135 0.118 11,827 33,984

千葉県君津市 80,557 0.893 0.238 0 17,965 54,035

千葉県四街道市 94,817 0.738 0.205 0.074 14,589 53,086

千葉県袖ケ浦市 65,926 0.851 0.245 0.02 15,208 48,970

千葉県白井市 62,784 0.811 0.159 0.109 11,206 40,429

東京都国立市 75,992 0.688 0.281 0 15,657 52,363

東京都福生市 56,475 0.718 0.283 0 20,340 68,510

東京都狛江市 82,395 0.641 0.305 0 16,360 61,275

東京都東大和市 85,151 0.612 0.272 0 16,642 64,082

東京都清瀬市 74,579 0.642 0.291 0 15,069 52,471

東京都武蔵村山市 70,982 0.668 0.258 0 18,557 65,748

東京都稲城市 93,805 0.675 0.267 0 19,112 69,560

東京都羽村市 54,441 0.773 0.267 0 19,296 59,244

東京都あきる野市 79,579 0.791 0.282 0.032 14,925 50,945

神奈川県逗子市 58,541 0.778 0.449 0.004 21,644 69,251

神奈川県綾瀬市 82,929 0.721 0.235 0.006 10,512 38,683

富山県射水市 90,981 1.02 0.207 0.062 13,952 35,664

石川県野々市市 54,072 0.86 0.091 0.057 9,768 27,867

福井県敦賀市 63,039 0.953 0.111 0.13 12,972 40,048

山梨県甲斐市 76,512 0.803 0.182 0.075 15,019 53,458

岐阜県羽島市 66,753 0.711 0.166 0.063 18,384 49,152

岐阜県瑞穂市 56,274 0.692 0.179 0.032 11,425 41,191

静岡県伊東市 65,609 1.287 0.175 0.013 17,371 36,520

静岡県御殿場市 84,297 0.86 0.182 0.009 13,074 39,901

市町村名
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人口
人口一人一日当たり

ごみ排出量

廃棄物からの資源回

収率（RDF・セメン

ト原料化等除く）

廃棄物のうち最終

処分される割合

人口一人当たり年間

処理経費

最終処分減量に要す

る費用

（人） （kg/人・日） （Ʃ.Ʃ) （Ʃ.Ʃ） （円/人・年） （円/t ）

愛知県津島市 60,204 0.705 0.08 0.054 10,482 36,893

愛知県常滑市 58,683 0.947 0.287 0.103 10,716 31,933

愛知県江南市 98,701 0.677 0.22 0.081 9,883 40,005

愛知県尾張旭市 83,962 0.779 0.189 0.097 8,597 29,648

愛知県日進市 93,882 0.739 0.246 0.058 11,102 39,990

愛知県清須市 68,966 0.675 0.121 0.146 14,051 53,868

愛知県北名古屋市 86,129 0.821 0.125 0.094 14,706 44,449

愛知県あま市 88,715 0.674 0.079 0.076 13,195 54,761

愛知県長久手市 61,045 0.768 0.145 0.101 8,697 30,628

滋賀県守山市 85,846 0.682 0.162 0.102 12,749 51,384

滋賀県栗東市 70,520 0.745 0.239 0.063 14,805 54,518

京都府福知山市 75,453 0.755 0.227 0.148 16,027 63,118

京都府舞鶴市 75,790 0.816 0.132 0.148 16,548 61,483

京都府亀岡市 86,569 0.71 0.191 0.141 14,099 52,343

京都府城陽市 74,049 0.752 0.185 0.142 10,187 39,935

京都府向日市 56,561 0.615 0.051 0.154 13,845 71,511

京都府長岡京市 82,241 0.706 0.149 0.137 13,946 61,480

京都府八幡市 69,258 0.729 0.139 0.157 15,305 63,812

京都府京田辺市 71,806 0.688 0.167 0.112 12,421 52,509

京都府木津川市 79,826 0.738 0.18 0.107 14,277 56,720

大阪府泉大津市 73,168 0.849 0.166 0.103 13,539 46,656

大阪府貝塚市 82,648 1.058 0.098 0.122 16,929 48,025

大阪府泉佐野市 99,086 1.314 0.068 0.132 21,502 49,721

大阪府河内長野市 99,436 0.816 0.201 0.104 13,287 47,893

大阪府柏原市 66,849 0.831 0.076 0.128 12,789 46,632

大阪府摂津市 86,346 0.855 0.198 0.047 18,660 62,400

大阪府高石市 56,563 0.727 0.164 0.103 11,052 44,334

大阪府藤井寺市 62,770 0.962 0.078 0.131 15,166 48,067

大阪府泉南市 58,992 0.929 0.124 0.124 12,102 36,625

大阪府四條畷市 54,434 0.743 0.137 0.117 18,502 73,597

大阪府交野市 77,274 0.679 0.152 0.114 12,796 54,707

大阪府大阪狭山市 58,014 0.78 0.14 0.116 13,363 51,048

大阪府阪南市 50,934 0.851 0.171 0.119 13,363 43,385

兵庫県芦屋市 94,824 0.877 0.155 0.128 15,755 54,278

奈良県大和高田市 62,500 0.91 0.105 0.14 19,371 65,277

奈良県大和郡山市 83,317 0.931 0.074 0.1 15,454 48,843

奈良県天理市 61,453 0.902 0.127 0.112 15,507 46,479

奈良県桜井市 54,999 0.914 0.079 0.118 30,308 99,623

奈良県香芝市 78,383 0.781 0.102 0.139 11,011 44,712

和歌山県岩出市 54,013 0.882 0.178 0.076 28,173 93,749

岡山県玉野市 55,113 0.951 0.126 0.175 18,391 60,462

岡山県総社市 69,733 0.909 0.09 0.111 11,195 36,896

香川県坂出市 50,105 0.905 0.081 0.121 14,904 49,067

福岡県直方市 55,292 0.896 0.095 0.107 14,646 49,934

福岡県行橋市 72,645 0.876 0.123 0.113 14,227 28,356

福岡県小郡市 59,569 0.802 0.244 0 14,840 50,516

福岡県宗像市 97,099 0.808 0.193 0.016 19,497 66,282

福岡県太宰府市 71,437 0.777 0.185 0.097 13,192 47,867

福岡県古賀市 59,241 0.855 0.138 0.027 15,730 50,738

福岡県福津市 68,646 0.808 0.218 0.013 15,198 51,568

佐賀県鳥栖市 74,515 0.979 0.187 0 17,210 47,439

長崎県大村市 98,412 0.833 0.098 0.051 10,515 31,799

熊本県合志市 64,638 0.632 0.111 0.113 9,098 38,756

鹿児島県姶良市 78,190 0.816 0.118 0.014 14,533 48,980

沖縄県豊見城市 66,031 0.785 0.171 0.036 9,847 28,163

市町村名
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資料２ ごみ排出量及び処理・処分量の予想結果 

１ 家庭系ごみの予測結果 

 

※新型コロナウイルス（飲食店の休業、巣ごもり等）がごみ排出量に影響したと想定される

ことから、令和 2 年度、令和 3年度は直線補完した数値とします。 

 

単位：ｇ/人・日

等差級数法 対数級数法 等比級数法 べき級数法 逆数級数法

30 509.25 7 510.31 510.58 511.28 509.63 510.83

1 513.89 8 509.78 510.16 510.77 509.19 510.50

2 514.43 9 509.25 509.75 510.26 508.77 510.19

3 514.98 10 508.72 509.35 509.75 508.36 509.89

4 515.52 11 508.19 508.96 509.24 507.95 509.61

5 516.75 12 507.66 508.58 508.73 507.56 509.34

6 502.04 13 507.13 508.21 508.22 507.18 509.08

14 506.60 507.84 507.71 506.81 508.84

15 506.08 507.49 507.20 506.44 508.60

16 505.55 507.14 506.70 506.09 508.38

17 505.02 506.80 506.19 505.74 508.17

式 y=ax+b y=a*LN(x)+b y=（e^(ax))*b y=（x^a)*b y=（a/x)+b

a= -0.529 -15.775 -0.001 -0.032 464.135

#REF! b= 529.88 567.54 530.55 572.05 498.29

#REF! r= -0.222 -0.201 -0.226 -0.205 0.18

r^2= 0.049 0.04 0.051 0.042 0.033

採否 採用

データ数
7

年度 実績 年度
予測結果

480

485

490

495

500

505

510

515

520

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(ｇ/人・日)

（年度）

家庭系ごみ予測結果

実績 等差級数法 対数級数法

等比級数法 べき級数法 逆数級数法

実績 ← → 予測

採用
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２ 生活系資源ごみの予測結果 

 

※新型コロナウイルス（飲食店の休業、巣ごもり等）がごみ排出量に影響したと想定される

ことから、令和 2 年度、令和 3年度は直線補完した数値とします。 

  

単位：ｇ/人・日

等差級数法 対数級数法 等比級数法 べき級数法 逆数級数法

30 111.82 7 102.97 103.51 103.56 103.35 104.03

1 116.92 8 100.89 101.73 101.62 101.67 102.51

2 115.78 9 98.82 99.99 99.70 100.05 101.06

3 114.65 10 96.74 98.30 97.83 98.50 99.69

4 113.51 11 94.66 96.65 95.99 97.01 98.38

5 105.60 12 92.59 95.04 94.18 95.58 97.14

6 100.74 13 90.51 93.47 92.41 94.20 95.95

14 88.43 91.93 90.67 92.87 94.82

15 86.36 90.43 88.96 91.59 93.74

16 84.28 88.96 87.29 90.36 92.70

17 82.20 87.52 85.64 89.17 91.71

式 y=ax+b y=a*LN(x)+b y=（e^(ax))*b y=（x^a)*b y=（a/x)+b

a= -2.077 -66.841 -0.019 -0.617 2142.371

#REF! b= 179.82 344.87 209.18 959.18 46.13

#REF! r= -0.755 -0.738 -0.757 -0.74 0.721

r^2= 0.57 0.544 0.572 0.547 0.519

採否 採用

データ数
7

年度 実績 年度
予測結果

80

85

90

95

100

105

110

115

120

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(ｇ/人・日)

（年度）

生活系資源ごみ予測結果

実績 等差級数法 対数級数法

等比級数法 べき級数法 逆数級数法

実績 ← → 予測

採用
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３ 事業系ごみ 

 

※新型コロナウイルス（飲食店の休業、巣ごもり等）がごみ排出量に影響したと想定される

ことから、令和 2 年度、令和 3年度は直線補完した数値とします。 

 

 

単位：ｔ/日

等差級数法 対数級数法 等比級数法 べき級数法 逆数級数法

30 9.05 7 9.33 9.37 9.32 9.36 9.39

1 10.20 8 9.27 9.32 9.27 9.32 9.35

2 9.95 9 9.21 9.27 9.21 9.27 9.31

3 9.71 10 9.15 9.23 9.16 9.23 9.27

4 9.46 11 9.09 9.18 9.10 9.19 9.24

5 9.61 12 9.03 9.14 9.05 9.15 9.21

6 9.06 13 8.97 9.10 8.99 9.11 9.18

14 8.91 9.05 8.94 9.07 9.15

15 8.86 9.01 8.89 9.03 9.12

16 8.80 8.97 8.83 9.00 9.09

17 8.74 8.94 8.78 8.96 9.07

式 y=ax+b y=a*LN(x)+b y=（e^(ax))*b y=（x^a)*b y=（a/x)+b

a= -0.059 -1.809 -0.006 -0.183 55.322

#REF! b= 11.51 15.9 11.64 18.13 7.89

#REF! r= -0.295 -0.277 -0.286 -0.268 0.258

r^2= 0.087 0.077 0.082 0.072 0.066

採否 採用

データ数
7

年度 実績 年度
予測結果

8

9

9

10

10

11

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(ｔ/日)

（年度）

事業系ごみ予測結果

実績 等差級数法 対数級数法

等比級数法 べき級数法 逆数級数法

実績 ← → 予測

採用
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４ ごみ排出量（現状のまま推移した場合） 

 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

人 66,743 66,274 66,097 65,817 65,868 65,462 65,351 65,194 64,563 63,932 63,300 62,669 62,038 61,335 60,632 59,929 59,226 58,523

生活系ごみ Ʃ/年 15,130 15,301 16,132 15,615 15,123 14,911 14,378 14,631 14,445 14,303 14,083 13,907 13,733 13,582 13,359 13,176 12,993 12,849

収集ごみ Ʃ/年 14,830 14,914 15,684 15,224 14,767 14,489 14,013 14,248 14,067 13,927 13,712 13,540 13,370 13,222 13,004 12,825 12,647 12,506

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 10,516 10,318 10,766 10,677 10,447 10,447 10,085 10,171 10,066 9,988 9,857 9,753 9,650 9,562 9,422 9,309 9,195 9,107

不燃ごみ Ʃ/年 1,381 1,554 1,744 1,566 1,401 1,324 1,356 1,428 1,413 1,403 1,384 1,370 1,355 1,343 1,323 1,307 1,291 1,279

資源ごみ Ʃ/年 2,724 2,836 2,947 2,776 2,729 2,530 2,403 2,475 2,416 2,365 2,303 2,250 2,200 2,154 2,098 2,050 2,004 1,964

その他 Ʃ/年 21 14 21 17 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 188 192 206 188 174 165 169 174 172 171 168 167 165 163 161 159 157 156

直接搬入ごみ Ʃ/年 300 387 448 391 356 422 365 383 378 376 371 367 363 360 355 351 346 343

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 70 114 130 101 104 152 115 117 115 115 113 112 111 110 108 107 105 105

不燃ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 230 273 318 290 252 270 250 266 263 261 258 255 252 250 247 244 241 238

事業系ごみ Ʃ/年 3,303 3,735 3,450 3,535 3,453 3,519 3,306 3,427 3,413 3,407 3,383 3,372 3,362 3,359 3,340 3,328 3,318 3,319

収集ごみ Ʃ/年 2,690 2,801 2,615 2,687 2,583 2,838 2,521 2,628 2,617 2,613 2,595 2,584 2,577 2,576 2,559 2,551 2,544 2,543

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 2,631 2,730 2,537 2,618 2,528 2,768 2,470 2,566 2,555 2,551 2,533 2,522 2,515 2,514 2,497 2,489 2,482 2,481

不燃ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 59 71 78 69 55 70 51 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

直接搬入ごみ Ʃ/年 613 934 835 848 870 681 785 799 796 794 788 788 785 783 781 777 774 776

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 551 873 772 777 805 620 729 737 734 732 726 726 723 721 719 715 712 714

不燃ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 62 61 63 71 65 61 56 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ʃ/年 18,433 19,036 19,582 19,150 18,576 18,430 17,684 18,058 17,858 17,710 17,466 17,279 17,095 16,941 16,699 16,504 16,311 16,168

集団回収量

総排出量

排

出

量

項目 単位
予測

人口

実績
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

人 66,743 66,274 66,097 65,817 65,868 65,462 65,351 65,194 64,563 63,932 63,300 62,669 62,038 61,335 60,632 59,929 59,226 58,523

生活系ごみ ｇ/人・日 621.07 630.81 668.67 650.00 629.03 622.35 602.78 614.86 613.01 611.25 609.58 607.99 606.48 605.03 603.66 602.34 601.08 599.88

収集ごみ ｇ/人・日 608.76 614.86 650.10 633.73 614.22 604.74 587.48 598.77 596.93 595.18 593.52 591.94 590.44 588.99 587.64 586.32 585.07 583.87

混合ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｇ/人・日 431.67 425.37 446.25 444.45 434.53 436.03 422.80 427.42 427.14 426.87 426.63 426.39 426.17 425.94 425.75 425.55 425.37 425.18

不燃ごみ ｇ/人・日 56.69 64.07 72.29 65.19 58.27 55.26 56.85 60.02 59.98 59.95 59.91 59.88 59.85 59.82 59.79 59.76 59.73 59.71

資源ごみ ｇ/人・日 111.82 116.92 122.15 115.55 113.51 105.60 100.74 104.03 102.51 101.06 99.69 98.38 97.14 95.95 94.82 93.74 92.70 91.71

その他 ｇ/人・日 0.86 0.58 0.87 0.71 0.67 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｇ/人・日 7.72 7.92 8.54 7.83 7.24 6.89 7.09 7.30 7.30 7.30 7.29 7.29 7.28 7.28 7.28 7.27 7.27 7.27

直接搬入ごみ ｇ/人・日 12.31 15.95 18.57 16.27 14.81 17.61 15.30 16.09 16.08 16.07 16.06 16.05 16.04 16.04 16.02 16.02 16.01 16.01

混合ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｇ/人・日 2.87 4.70 5.39 4.20 4.33 6.34 4.82 4.90 4.90 4.90 4.89 4.89 4.89 4.89 4.88 4.88 4.88 4.88

不燃ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他 ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｇ/人・日 9.44 11.25 13.18 12.07 10.48 11.27 10.48 11.19 11.18 11.17 11.17 11.16 11.15 11.15 11.14 11.14 11.13 11.13

事業系ごみ ｔ/日 9.05 10.20 9.45 9.68 9.46 9.61 9.06 9.39 9.35 9.31 9.27 9.24 9.21 9.18 9.15 9.12 9.09 9.07

収集ごみ ｔ/日 7.37 7.65 7.16 7.36 7.08 7.75 6.91 7.20 7.17 7.14 7.11 7.08 7.06 7.04 7.01 6.99 6.97 6.95

混合ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｔ/日 7.21 7.46 6.95 7.17 6.93 7.56 6.77 7.03 7.00 6.97 6.94 6.91 6.89 6.87 6.84 6.82 6.80 6.78

不燃ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他 ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｔ/日 0.16 0.19 0.21 0.19 0.15 0.19 0.14 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

直接搬入ごみ ｔ/日 1.68 2.55 2.29 2.32 2.38 1.86 2.15 2.19 2.18 2.17 2.16 2.16 2.15 2.14 2.14 2.13 2.12 2.12

混合ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｔ/日 1.51 2.39 2.12 2.13 2.21 1.69 2.00 2.02 2.01 2.00 1.99 1.99 1.98 1.97 1.97 1.96 1.95 1.95

不燃ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他 ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｔ/日 0.17 0.17 0.17 0.19 0.18 0.17 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｇ/人・日 756.66 784.79 811.67 797.15 772.65 769.23 741.38 758.88 757.84 756.85 755.99 755.41 754.96 754.66 754.58 754.48 754.57 754.82

集団回収

総排出量

予測

人口

原

単

位

単位
実績

項目
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５ ごみ処理量（現状のまま推移した場合） 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

焼却処理 Ʃ/年 15,088 14,464 14,643 14,596 14,253 14,379 13,725 13,967 13,843 13,756 13,595 13,477 13,359 13,264 13,101 12,971 12,843 12,753

直接焼却量 Ʃ/年 13,768 14,035 14,115 14,097 13,809 13,919 13,317 13,515 13,395 13,311 13,155 13,040 12,926 12,834 12,675 12,549 12,425 12,338

処理残渣 Ʃ/年 1,320 429 528 499 444 460 408 452 448 445 440 437 433 430 426 422 418 415

中間処理量 Ʃ/年 1,941 3,246 3,404 3,402 2,918 2,837 2,815 2,974 2,914 2,866 2,803 2,750 2,700 2,654 2,597 2,548 2,499 2,460

粗大ごみ処理施設 Ʃ/年 539 597 665 618 546 566 526 564 559 556 550 546 541 537 532 527 522 518

ごみ堆肥化施設 Ʃ/年 0 0 90 76 75 46 35 41 40 40 40 39 39 39 38 38 37 37

メタン化施設 Ʃ/年 0 0 0 0 0 22 47 35 35 35 34 34 34 34 33 33 32 32

ごみ燃料化施設 Ʃ/年 0 0 0 0 0 159 186 173 171 170 168 167 165 164 162 160 159 158

その他の資源化等を行う施設 Ʃ/年 1,402 2,649 2,649 2,708 2,297 2,044 2,021 2,161 2,109 2,065 2,011 1,964 1,921 1,880 1,832 1,790 1,749 1,715

直接資源化量 Ʃ/年 1,987 2,003 2,063 1,898 1,848 1,674 1,551 1,507 1,477 1,450 1,418 1,389 1,363 1,339 1,309 1,283 1,258 1,238

紙類 Ʃ/年 1,107 1,119 1,127 1,021 993 896 806 814 794 777 757 740 723 708 690 674 659 646

紙パック Ʃ/年 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

金属類 Ʃ/年 158 160 146 164 155 142 136 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116

ガラス類 Ʃ/年 349 336 337 309 299 270 263 242 240 238 235 232 230 228 224 222 219 217

ペットボトル Ʃ/年 124 119 122 118 125 115 108 98 96 94 91 89 87 85 83 81 79 78

布類 Ʃ/年 248 264 316 272 262 236 224 218 213 208 203 198 194 190 185 180 176 173

廃食用油 Ʃ/年 0 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

その他 Ʃ/年 0 2 11 11 10 10 10 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5

施設資源化量 Ʃ/年 2,275 3,905 4,406 4,436 3,964 3,923 3,868 4,027 3,967 3,923 3,855 3,803 3,751 3,706 3,643 3,592 3,540 3,500

紙類 Ʃ/年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

金属類 Ʃ/年 80 842 489 431 244 283 302 334 327 322 314 309 303 298 291 286 280 276

容器包装プラ Ʃ/年 737 751 854 853 858 834 830 824 807 794 776 761 748 735 719 706 692 681

燃料 Ʃ/年 - - - - - 159 186 173 171 170 168 167 165 164 162 160 159 158

セメント原料化 Ʃ/年 1,430 1,459 1,528 1,532 1,488 2,481 2,440 1,806 1,790 1,779 1,758 1,743 1,727 1,715 1,694 1,677 1,661 1,649

その他 Ʃ/年 26 851 1,533 1,618 1,372 164 108 888 870 856 837 821 806 792 775 761 746 734

集団回収 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ʃ/年 4,262 5,908 6,469 6,334 5,812 5,597 5,419 5,534 5,444 5,373 5,273 5,192 5,114 5,045 4,952 4,875 4,798 4,738

％ 23.1 31.0 33.0 33.1 31.3 30.4 30.6 30.6 30.5 30.3 30.2 30.0 29.9 29.8 29.7 29.5 29.4 29.3

予測

資源化量合計

資源化率

単位
実績



資-9 

 

６ ごみ排出量（目標） 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

人 66,743 66,274 66,097 65,817 65,868 65,462 65,351 65,194 64,563 63,932 63,300 62,669 62,038 61,335 60,632 59,929 59,226 58,523

生活系ごみ Ʃ/年 15,130 15,301 16,132 15,615 15,123 14,911 14,378 14,390 14,107 13,867 13,554 13,286 13,021 12,780 12,473 12,304 12,135 12,004

収集ごみ Ʃ/年 14,830 14,914 15,684 15,224 14,767 14,489 14,013 14,022 13,744 13,508 13,200 12,936 12,676 12,439 12,137 11,972 11,808 11,679

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 10,516 10,318 10,766 10,677 10,447 10,447 10,085 9,953 9,751 9,577 9,352 9,156 8,963 8,785 8,561 8,462 8,362 8,286

不燃ごみ Ʃ/年 1,381 1,554 1,744 1,566 1,401 1,324 1,356 1,428 1,413 1,403 1,384 1,370 1,355 1,343 1,323 1,307 1,291 1,279

資源ごみ Ʃ/年 2,724 2,836 2,947 2,776 2,729 2,530 2,403 2,475 2,416 2,365 2,303 2,250 2,200 2,154 2,098 2,050 2,004 1,964

その他 Ʃ/年 21 14 21 17 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 188 192 206 188 174 165 169 166 164 163 161 160 158 157 155 153 151 150

直接搬入ごみ Ʃ/年 300 387 448 391 356 422 365 368 363 359 354 350 345 341 336 332 327 325

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 70 114 130 101 104 152 115 115 112 110 108 106 103 101 99 98 96 96

不燃ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 230 273 318 290 252 270 250 253 251 249 246 244 242 240 237 234 231 229

事業系ごみ Ʃ/年 3,303 3,735 3,450 3,535 3,453 3,519 3,306 3,291 3,276 3,261 3,246 3,231 3,216 3,201 3,186 3,171 3,156 3,141

収集ごみ Ʃ/年 2,690 2,801 2,615 2,687 2,583 2,838 2,521 2,526 2,515 2,503 2,489 2,478 2,467 2,456 2,441 2,431 2,420 2,409

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 2,631 2,730 2,537 2,618 2,528 2,768 2,470 2,464 2,453 2,441 2,427 2,420 2,409 2,397 2,383 2,373 2,362 2,350

不燃ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 59 71 78 69 55 70 51 62 62 62 62 58 58 59 58 58 58 59

直接搬入ごみ Ʃ/年 613 934 835 848 870 681 785 766 762 758 755 752 748 747 744 741 737 732

混合ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可燃ごみ Ʃ/年 551 873 772 777 805 620 729 708 704 699 697 694 690 688 686 683 679 673

不燃ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資源ごみ Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

粗大ごみ Ʃ/年 62 61 63 71 65 61 56 58 58 59 58 58 58 59 58 58 58 59

Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ʃ/年 18,433 19,036 19,582 19,150 18,576 18,430 17,684 17,681 17,383 17,128 16,800 16,517 16,237 15,981 15,659 15,475 15,291 15,145

項目 単位
実績 予測

人口

集団回収量

総排出量

排

出

量



資-10 

 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

人 66,743 66,274 66,097 65,817 65,868 65,462 65,351 65,194 64,563 63,932 63,300 62,669 62,038 61,335 60,632 59,929 59,226 58,523

生活系ごみ ｇ/人・日 621.07 630.81 668.67 650.00 629.03 622.35 602.78 604.72 598.63 592.63 586.68 580.82 575.03 569.28 563.60 562.49 561.42 560.41

収集ごみ ｇ/人・日 608.76 614.86 650.10 633.73 614.22 604.74 587.48 589.27 583.22 577.26 571.35 565.53 559.79 554.08 548.44 547.33 546.26 545.25

混合ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｇ/人・日 431.67 425.37 446.25 444.45 434.53 436.03 422.80 418.26 413.77 409.28 404.78 400.29 395.81 391.32 386.83 386.83 386.83 386.83

不燃ごみ ｇ/人・日 56.69 64.07 72.29 65.19 58.27 55.26 56.85 60.02 59.98 59.95 59.91 59.88 59.85 59.82 59.79 59.76 59.73 59.71

資源ごみ ｇ/人・日 111.82 116.92 122.15 115.55 113.51 105.60 100.74 104.03 102.51 101.06 99.69 98.38 97.14 95.95 94.82 93.74 92.70 91.71

その他 ｇ/人・日 0.86 0.58 0.87 0.71 0.67 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｇ/人・日 7.72 7.92 8.54 7.83 7.24 6.89 7.09 6.96 6.96 6.97 6.97 6.98 6.99 6.99 7.00 7.00 7.00 7.00

直接搬入ごみ ｇ/人・日 12.31 15.95 18.57 16.27 14.81 17.61 15.30 15.45 15.41 15.37 15.33 15.29 15.24 15.20 15.16 15.16 15.16 15.16

混合ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｇ/人・日 2.87 4.70 5.39 4.20 4.33 6.34 4.82 4.82 4.77 4.72 4.67 4.62 4.56 4.51 4.46 4.46 4.46 4.46

不燃ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他 ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｇ/人・日 9.44 11.25 13.18 12.07 10.48 11.27 10.48 10.63 10.64 10.65 10.66 10.67 10.68 10.69 10.70 10.70 10.70 10.70

事業系ごみ ｔ/日 9.05 10.20 9.45 9.68 9.46 9.61 9.06 9.02 8.98 8.91 8.89 8.85 8.81 8.75 8.73 8.69 8.65 8.58

収集ごみ ｔ/日 7.37 7.65 7.16 7.36 7.08 7.75 6.91 6.92 6.89 6.84 6.82 6.79 6.76 6.71 6.69 6.66 6.63 6.58

混合ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｔ/日 7.21 7.46 6.95 7.17 6.93 7.56 6.77 6.75 6.72 6.67 6.65 6.63 6.60 6.55 6.53 6.50 6.47 6.42

不燃ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他 ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｔ/日 0.16 0.19 0.21 0.19 0.15 0.19 0.14 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

直接搬入ごみ ｔ/日 1.68 2.55 2.29 2.32 2.38 1.86 2.15 2.10 2.09 2.07 2.07 2.06 2.05 2.04 2.04 2.03 2.02 2.00

混合ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

可燃ごみ ｔ/日 1.51 2.39 2.12 2.13 2.21 1.69 2.00 1.94 1.93 1.91 1.91 1.90 1.89 1.88 1.88 1.87 1.86 1.84

不燃ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他 ｔ/日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粗大ごみ ｔ/日 0.17 0.17 0.17 0.19 0.18 0.17 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

ｇ/人・日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｇ/人・日 756.66 784.79 811.67 797.15 772.65 769.23 741.38 743.07 737.68 731.99 727.08 722.04 717.01 711.97 707.52 707.49 707.45 707.04

項目
実績 予測

人口

原

単

位

単位

集団回収

総排出量
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７ ごみ処理量（目標） 

 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

焼却処理 Ʃ/年 15,088 14,464 14,643 14,596 14,253 14,379 13,725 13,598 13,375 13,183 12,935 12,723 12,510 12,316 12,071 11,954 11,834 11,739

直接焼却量 Ʃ/年 13,768 14,035 14,115 14,097 13,809 13,919 13,317 13,166 12,947 12,756 12,513 12,307 12,097 11,904 11,664 11,551 11,435 11,341

処理残渣 Ʃ/年 1320 429 528 499 444 460 408 432 428 427 422 416 413 412 407 403 399 398

中間処理量 Ʃ/年 1,941 3,246 3,404 3,402 2,918 2,837 2,815 2,942 2,882 2,832 2,769 2,710 2,659 2,614 2,554 2,506 2,457 2,421

粗大ごみ処理施設 Ʃ/年 539 597 665 618 546 566 526 539 535 533 527 520 516 515 508 503 498 497

ごみ堆肥化施設 Ʃ/年 0 0 90 76 75 46 35 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34

メタン化施設 Ʃ/年 0 0 0 0 0 22 47 34 34 33 33 32 32 31 30 30 30 30

ごみ燃料化施設 Ʃ/年 0 0 0 0 0 159 186 168 165 163 160 157 154 152 149 148 146 145

その他の資源化等を行う施設 Ʃ/年 1,402 2,649 2,649 2,708 2,297 2,044 2,021 2,161 2,109 2,065 2,011 1,964 1,921 1,880 1,832 1,790 1,749 1,715

直接資源化量 Ʃ/年 1,987 2,003 2,063 1,898 1,848 1,674 1,551 1,501 1,472 1,445 1,413 1,383 1,357 1,334 1,303 1,277 1,252 1,233

紙類 Ʃ/年 1,107 1,119 1,127 1,021 993 896 806 814 794 777 757 740 723 708 690 674 659 646

紙パック Ʃ/年 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

金属類 Ʃ/年 158 160 146 164 155 142 136 120 120 119 118 116 115 115 113 112 111 111

ガラス類 Ʃ/年 349 336 337 309 299 270 263 242 240 238 235 232 230 228 224 222 219 217

ペットボトル Ʃ/年 124 119 122 118 125 115 108 98 96 94 91 89 87 85 83 81 79 78

布類 Ʃ/年 248 264 316 272 262 236 224 218 213 208 203 198 194 190 185 180 176 173

廃食用油 Ʃ/年 0 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

その他 Ʃ/年 0 2 11 11 10 10 10 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5

施設資源化量 Ʃ/年 2,275 3,905 4,406 4,436 3,964 3,923 3,868 3,951 3,877 3,817 3,739 3,667 3,602 3,543 3,468 3,419 3,367 3,330

紙類 Ʃ/年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

金属類 Ʃ/年 80 842 489 431 244 283 302 330 323 318 311 304 298 293 287 281 276 272

容器包装プラ Ʃ/年 737 751 854 853 858 834 830 815 798 784 767 750 736 724 707 694 680 670

燃料 Ʃ/年 - - - - - 159 186 168 165 163 160 157 154 152 149 148 146 145

セメント原料化 Ʃ/年 1,430 1,459 1,528 1,532 1,488 2,481 2,440 1,758 1,729 1,705 1,672 1,645 1,618 1,592 1,561 1,546 1,530 1,518

その他 Ʃ/年 26 851 1,533 1,618 1,372 164 108 878 860 845 827 809 794 780 762 748 733 723

集団回収 Ʃ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ʃ/年 4,262 5,908 6,469 6,334 5,812 5,597 5,419 5,452 5,349 5,262 5,152 5,050 4,959 4,877 4,771 4,696 4,619 4,563

％ 23.1 31.0 33.0 33.1 31.3 30.4 30.6 30.8 30.8 30.7 30.7 30.6 30.5 30.5 30.5 30.3 30.2 30.1資源化率

単位
実績 予測

資源化量合計
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資料３ 生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥収集量の推計結果 

 

 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

人 66,468 66,230 65,920 65,798 65,613 65,408 65,109 65,194 64,563 63,932 63,300 62,669 62,038 61,335 60,632 59,929 59,226 58,523

（水洗化・生活雑排水処理人口） 人 52,869 52,778 52,577 52,593 52,669 52,684 52,664 53,850 54,491 55,045 55,577 56,151 56,641 57,103 57,479 57,831 58,219 58,523

合併処理浄化槽人口 人 3,692 3,703 3,703 3,703 3,769 3,901 3,979 4,498 5,036 5,498 5,950 6,454 6,887 7,360 7,761 8,150 8,588 8,954

合併処理浄化槽基数 基 1,943 2,031 2,108 2,175 2,273 2,339 2,397 2,708 3,032 3,310 3,582 3,885 4,146 4,431 4,672 4,906 5,170 5,390

公共下水道人口 人 49,177 49,075 48,874 48,890 48,900 48,783 48,685 49,352 49,455 49,547 49,627 49,697 49,754 49,743 49,718 49,681 49,631 49,569

公共下水道接続率 ％ 74.0 74.1 74.1 74.3 74.5 74.6 74.8 75.7 76.6 77.5 78.4 79.3 80.2 81.1 82.0 82.9 83.8 84.7

人 10,677 10,684 10,607 10,511 10,295 10,087 9,859 8,985 7,977 7,038 6,116 5,162 4,274 3,352 2,497 1,662 798 0

単独処理浄化槽基数 基 3,564 3,538 3,509 3,477 3,447 3,428 3,420 3,138 2,856 2,574 2,292 2,010 1,726 1,381 1,036 691 346 0

人 90 144 144 144 144 144 144 136 121 107 93 78 65 51 38 25 12 0

人 2,832 2,624 2,592 2,550 2,505 2,493 2,442 2,223 1,974 1,742 1,514 1,278 1,058 829 618 411 197 0

生活排水処理率 ％ 79.5 79.7 79.8 79.9 80.3 80.5 80.9 82.6 84.4 86.1 87.8 89.6 91.3 93.1 94.8 96.5 98.3 100.0

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/年 5,364 5,091 5,351 5,165 5,422 5,342 5,414 5,265 5,063 4,873 4,659 4,465 4,272 4,091 3,887 3,698 3,516 3,343

し尿量 kL/年 355 350 322 288 323 282 259 245 218 193 167 140 117 92 68 45 22 0

浄化槽汚泥量 kL/年 5,009 4,741 5,029 4,877 5,099 5,060 5,155 5,020 4,845 4,680 4,492 4,325 4,155 3,999 3,819 3,653 3,494 3,343

1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/日 14.7 13.9 14.7 14.2 14.9 14.6 14.8 14.4 13.9 13.3 12.8 12.2 11.7 11.2 10.6 10.1 9.6 9.1

し尿量 kL/日 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0

浄化槽汚泥量 kL/日 13.7 13 13.8 13.4 14.0 13.8 14.1 13.8 13.3 12.8 12.3 11.8 11.4 10.9 10.5 10.0 9.6 9.1

一人1日当たりのし尿量 L/人・日 10.81 6.64 6.13 5.48 6.15 5.35 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93

一人1日当たりの浄化槽汚泥量 L/人・日 0.96 0.90 0.96 0.94 0.99 0.99 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

予測

区分 単位

区分 単位

人口

（水洗化・生活雑排水未処理人口）

　単独処理浄化槽人口

（非水洗化・生活雑排水未処理人口）

　し尿収集人口

不明

実績

実績
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資料４ 用語集 

あ行 

 

一般廃棄物 

廃棄物処理法においては産業廃棄物（後述）以外の廃棄物と定義されています。「一般廃

棄物」は、一般家庭の日常生活に伴って生じる「家庭系一般廃棄物」と、商店、オフィス、

飲食店等の事業活動によって生じた紙ごみ、生ごみ等の「事業系一般廃棄物」に分類されま

す。また、汲取り便槽から収集される「し尿」、「浄化槽や農業集落排水処理施設において発

生する汚泥」等が対象になります。 

 

か行 

 

合併処理浄化槽 

便所・台所・浴室などの生活雑排水を合わせて処理する浄化槽です。 

 

環境基本法 

平成５年（1993 年）に制定された環境に関する分野について国の政策の基本的な方向を

示す法律です。基本理念として「環境の恵沢の享受と継承等」、「環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な社会の構築等」、「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」の３つが定

められており、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにして

います。 

 

感染性廃棄物 

感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物

をいいます。 

 

許可業者 

市から許可を得てごみの収集運搬が行える業者です。 

 

下水道 

家庭、工場などの排水や雨水を処理し排除する施設の総称です。 

  

減量化 

ごみの量を減らすことです。３Ｒの推進等により発生量・排出量を減らすことをいいます。 

  



資-14 

 

ごみ処理経費 

ごみの収集や焼却・リサイクル・埋立などにかかる費用の「処理費」とごみ処理施設の建

設や修繕費などの「建設改良費」、「その他の経費」を合計したものをいいます。 

 

ごみの組成 

可燃ごみの三成分（水分、灰分、可燃分）比率、構成品目である紙・布類、ビニール・合

成樹脂・ゴム・皮革類等の構成比率及び発熱量等で表されるごみの性質のことです。 

 

さ行 

 

最終処分 

再使用や再資源化できないごみや、中間処理後の残渣などを埋立処分すること。埋立処分

を行う施設を最終処分場といいます。 

 

最終処分率 

最終処分量をごみ総排出量で除した値のことで、ごみ総排出量のうち最終処分された割

合を指します。 

最終処分量÷ごみ総排出量×100 

 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令により 20種類が指

定されています。指定された 20種類は、①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥

廃プラスチック ⑦紙くず ⑧木くず ⑨繊維くず ⑩動植物性残渣 ⑪動物性固形不要

物 ⑫ゴムくず ⑬金属くず ⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ⑮鉱さい 

⑯がれき類 ⑰動物のふん尿 ⑱動物の死体 ⑲ばいじん ⑳上記 19種類の産業廃棄物を

処分するために処理したものです。 

 

事業系ごみ 

事業活動に伴って生じた資源化可能な古紙類や食品残渣、産業廃棄物以外の廃棄物をい

います。  
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循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄社会に変わるものとして、資源やエネルギーを循環的に利

用する社会形成を目指した概念です。循環型社会形成推進基本法では、第一に製品等が廃棄

物等になることを抑制すること、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源と

して適正に利用すること、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹

底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り

低減された社会」としています。 

 

循環型社会形成推進基本計画 

循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形成に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針等を定めています。 

 

食品ロス 

まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。 

 

食品ロス削減推進法 

令和元年 10月 1日に施行された、「食品ロスの削減の推進に関する法律」のことであり、

食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の

策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロ

スの削減を総合的に推進することを目的とした法律です。 

 

３Ｒ 

廃棄物処理とリサイクルにおける優先順位を表す言葉の頭文字を取った造語です。①廃

棄物の発生抑制（Reduce：リデュース）、②資源や製品の再使用（Reuse：リユース）、③再

生利用（Recycle：リサイクル）の順で、リサイクルよりもリデュースを優先します。３Ｒ

に、不要なものをもらわない・買わない（Refuse:リフューズ）、修理して使う（Repair:リ

ペア）を加えて４Ｒや５Ｒと呼ぶこともあります。 

 

生活雑排水 

日常生活によって排出される生活排水のうち、し尿と水洗便所からの排水を除いたもの

です。 

 

生活排水 

台所・便所・浴室などの日常生活からの排水のことです。 
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生活排水処理率 

計画処理区域内人口に対する生活排水処理人口（下水道人口、農業集落排水人口、合併処

理浄化槽人口の合計）の割合です。 

 

た行 

 

単独処理浄化槽 

便所からの排水のみを処理する浄化槽です。生活雑排水を処理しないため、公共用水域の

水質汚濁の原因となっています。 

 

中間処理 

収集したごみをリサイクルや埋立処分するために行う処理を指します。可燃ごみの焼却、

不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、最終処分場に埋

め立てた後も環境に悪影響を与えないように処理すること、さらに、鉄やアルミ、ガラスな

ど再利用できるものを選別・回収する機能もあります。 

 

特別管理一般廃棄物 

一般廃棄物の中でも、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるため、特別の基準

で管理・処理する必要がある廃棄物のことです。具体的には、感染性一般廃棄物（感染性病

原体を含むもの）や、ダイオキシン特措法で指定された施設から排出されるばいじん・燃え

殻・汚泥などが該当します。 

 

特別管理産業廃棄物 

廃棄物処理法で定められた「爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を与

えるおそれのある性状を有する廃棄物」のことです。通常の産業廃棄物よりも厳しい管理基

準が設けられており、排出事業者には厳格な義務が課されています。 

 

な行 

 

生ごみ処理機器 

乾燥または微生物による分解によって生ごみ等の容量を減少させ、堆肥化することを目

的として製造された物をいいます。 
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は行 

 

廃棄物 

廃棄物処理法において廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、

廃アルカリ、動物の死体、その他汚物又は不要物であり、固形状又は液状のものをいいます。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をする

ことを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制等を内

容とします。 

 

排出抑制 

不要となったものを再使用や再生利用するなど、ごみとして排出される量を減らすこと

を指します。 

 

一人１日当たりのごみ排出量（ｇ/人・日） 

原単位とも言い、以下の計算によって算出されます。 

ごみ総排出量（t /年）÷総人口（人）÷年間日数（日）×1,000,000 

 

不法投棄 

家庭や会社等から排出される廃棄物を山林や河川敷等の処理場として定められた場所以

外に廃棄することをいいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだり

に廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、法律に違反した場合の罰則も定められ

ています。 

  

プラスチック資源循環促進法 

プラスチック資源の効率的利用を推進し、環境負荷を軽減や循環型社会の構築を目指す

ことを目的として令和 4年 4月 1日に制定された法律です。 
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ら行 

 

リサイクル 

ごみを原材料として再利用することです。大きく原材料として再利用するマテリアルリ

サイクル（再生利用・再資源化）と、焼却して熱エネルギーを回収するサーマルリサイクル

（熱回収）の 2種類があります。 

 

リサイクル率 

資源化量を総排出量で除した値のことで、ごみ総排出量のうち再生利用された割合を指

します。 

資源化量合計÷ごみ総排出量×100 

 

リデュース 

ごみの発生自体を抑制することをいいます。事業者は、原材料の効率的利用、使い捨て製

品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の設計から販売に至るすべての段階での

取組が求められます。消費者は、使い捨て製品や不要な物を購入しない、過剰包装の拒否、

よい品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般に渡る取組が必要です。 

 

リフューズ 

要らないものやごみになるものを買わない、もらわないようにすることで、ごみを増やさ

ないための取組です。具体的には、マイバッグを持ち歩いてレジ袋を使わないようにしたり、

使い捨ての箸ではなくマイ箸を使うなど、ごみになるものをそもそも買わないように心が

けることです。 

 

リユース 

使用済みとなった製品の中でもう一度使えるものはごみとして廃棄せずそのまま再使用

することをいいます。具体的には、①ユーザーから回収された使用済み機器をそのまま、も

しくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用する「製品リユース」、②製品を提供

するための容器等を繰り返し使用する「リターナブル」、③ユーザーから回収された機器な

どから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等を施した上で再度使用する

「部品リユース」などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

北本市廃棄物減量等推進審議会 

 

1 委員名簿 

（敬称略、順不同） 

役 職 氏  名 選出区分 

委 員 田中 康之 

知識経験者 有 識 者 
委 員 鈴木 曜一 

委 員 原 保夫 

関係団体の 

代表者 

北本リサイクル事業協同組合 

委 員 横田 清 北本市自治会連合会 

会 長 谷津 英治 北本市ごみ減量等推進市民会議 

委 員 中田 隆 北本市商工会 

委 員 藤倉 聡 

行政機関の職員 

埼玉中部環境保全組合 

副会長 佐藤 憲二 北本地区衛生組合 

 

2 開催日程 

回 数 日 程 主 な 議 題 

第１回 令和７年７月３０日 ・会長、副会長の選任 

・諮問 

・計画策定の趣旨、計画の位置付け 

・計画期間、審議会の日程 

・前計画の現状、施策の取組状況 

第２回 令和７年１０月９日 ・計画の基本的事項、地域概況 

・現状と課題、基本方針 

・目標達成に向けた施策 

第３回 令和７年１１月１９日 ・数値目標、用語集 

第４回 令和８年２月９日 ・パブリックコメントの結果 

・答申（案） 
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